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k
要
約
〕
　
元
禄
・
享
保
風
聞
は
近
搬
貨
幣
経
済
の
夷
増
々
で
あ
る
と
共
に
、
賀
幣
擬
…
度
の
混
乱
期
で
あ
っ
た
。
享
保
改
革
に
於
い
て
は
、
通
貨
政
策
は
網
嚢
難

　

　
し
い
政
治
問
題
と
な
つ
奈
、
之
に
つ
き
、
展
に
貨
幣
史
研
究
の
立
遅
れ
の
為
に
詳
し
い
実
情
が
知
ら
れ
て
居
な
い
。
正
徳
の
痕
貨
鋳
造
に
よ
る
元
巌
寧
氷

…
鎚
欝
欝
久
馨
澗
鯵
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聯
繋
縫
窮
錨
鎚
穀
鯉
無
熱
鍛
簗
嬉
（
翼
碧
羅
㈱
籍

　
究
の
一
端
と
し
ょ
う
と
志
し
た
も
の
で
あ
る
。
貨
幣
輿
研
究
の
未
熟
を
省
み
て
今
後
の
研
究
促
進
を
期
す
る
為
に
、
鐵
来
る
限
か
事
笑
を
詳
達
し
、
物
価
と
の

　
関
係
、
貨
幣
経
済
発
展
に
お
け
る
慧
義
等
の
霞
要
問
題
は
後
日
の
研
究
に
譲
る
こ
と
と
し
た
。

改
鋳
の
原
図

　
　
　
　
　
一

　
江
戸
幕
府
の
元
文
元
年
の
貨
「
幣
改
鋳
は
、
正
徳
以
来
の
貨
幣
政
策

の
大
転
換
で
あ
る
。
幕
府
が
元
禄
宝
永
の
幣
翻
繁
乱
を
整
理
す
る
た

め
、
前
後
約
二
十
五
年
問
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
し
て
強
行
し
た
幣

制
復
古
の
政
策
を
破
棄
す
る
に
は
、
巳
む
を
得
ぬ
事
情
が
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
併
し
当
膝
幕
府
の
公
表
に
は
、
そ
の
事
情
の
詳
し
い
説

明
は
な
く
、
叉
改
鋳
決
定
に
至
る
ま
で
の
顧
末
を
伝
え
た
記
録
も
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

当
ら
な
い
。
た
だ
元
文
元
年
五
月
十
二
鼠
の
触
書
に
「
世
上
金
銀
不

足
に
而
、
通
用
不
自
由
之
網
闘
泳
に
付
、
今
度
金
銀
吹
改
候
事
」
と

改
鋳
の
趣
旨
が
手
短
か
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
金

銀
不
足
に
よ
る
通
貨
事
情
の
不
肖
由
が
改
鋳
の
理
由
と
さ
れ
て
屠
…
る

が
享
保
一
二
年
の
新
法
笑
施
以
後
、
新
古
金
銀
切
換
と
貨
幣
悠
揚
の
抑

制
に
成
果
を
蚊
め
た
と
は
云
え
、
正
徳
享
保
金
銀
の
逓
胴
に
よ
る
通

貨
収
縮
を
原
國
と
し
て
商
提
不
振
が
起
9
、
幕
府
の
貨
幣
敵
策
を
轡
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か
し
た
こ
と
は
確
か
ぞ
あ
る
。
僻
し
之
が
速
し
て
唯
二
の
理
由
ぞ
あ

る
か
○
な
お
吟
味
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
◎

　
ま
ず
改
鋳
に
よ
る
出
目
の
収
益
の
有
無
は
ど
う
で
あ
る
か
。
前
述

の
趣
旨
に
よ
っ
て
元
・
文
の
漸
金
銀
が
鼠
舞
低
下
、
数
量
増
加
を
ね
ら

っ
た
こ
と
は
云
う
ま
ぞ
も
な
い
が
、
禺
鴇
の
収
益
は
幕
府
の
意
に
介

す
る
所
で
は
な
か
っ
た
。
次
の
事
実
が
之
を
立
証
す
る
。
新
金
銀
の

量
目
晶
位
及
び
通
用
の
規
則
を
見
よ
う
。

小
判
三
匁
五
分
　
「
金
六
五
七
、
一

一
翁
八
分
七
厘
毫
難
産
二
、
九

丁
銀
　
　
　
頽
鉱
六
〇
、
○

豆
板
銀
　
、
　
　
　
釘
玉
髄
〇
・
○

正
徳
金
に
比
較
し
て
、
量
目
は
一
匁
二
分
六
厘
減
、
品
位
は
一
割
八

分
五
厘
常
駐
、
正
徳
銀
に
比
較
し
て
靴
墨
三
割
四
分
滅
ぞ
あ
り
、
元

禄
金
に
対
し
て
も
晶
位
八
分
三
厘
余
増
、
量
旦
匁
二
分
余
減
、
宝

永
の
四
種
の
悪
質
銀
の
中
、
宝
永
銀
よ
り
晶
位
四
分
減
、
永
長
銀
よ

　
　
　
　
　
　
う

り
大
分
騰
で
あ
昏
。
…
即
ち
文
字
金
銀
の
品
質
は
、
ほ
ぼ
元
禄
宝
永
の

｛父

ﾉ
逆
転
し
馬
㌘
こ
云
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
然
る
に
、
幕
府
の
翻
金
銀
通
用
規
定
は
、
次
の
振
り
で
あ
る
。

慶
長
金
・
正
穂
金
百
両
詩
文
字
金
事
両
（
一
対
一
）

乾
掌
金
　
　
　
二
胃
両
婦
文
沙
金
百
両
（
二
澱
…
）

慶
長
銀
・
正
徳
銀
十
貫
臼
対
文
字
銀
十
貫
目
（
一
対
一
）

こ
の
頼
揚
を
以
て
・
石
の
金
銀
無
差
別
取
交
え
、
受
払
、
爾
替
、
上
納

共
に
滞
り
な
く
遡
周
す
る
こ
と
、
但
し
改
鋳
す
べ
き
古
金
銀
に
対
し

て
は
、
　
A
翫
座
・
醐
定
座
に
て
袖
燗
冷
を
付
け
て
、
　
引
挿
替
金
百
～
陶
に
就
き
六

十
五
、
爾
、
引
替
銀
十
貫
目
に
就
き
五
貫
目
宛
渡
す
べ
き
こ
と
、
と
あ
る
。

　
右
の
通
用
規
定
の
中
、
蕪
だ
無
理
と
云
わ
れ
る
竜
の
は
、
晶
質
を

落
し
た
文
享
金
銀
に
、
良
質
の
…
二
型
・
正
徳
金
銀
と
岡
等
の
通
用
価

値
を
与
え
た
事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
対
一
で
通
周
す
る
筈
は
な

い
。
枇
人
は
た
と
い
癌
質
の
明
細
を
知
ら
さ
れ
ぬ
と
し
て
も
、
従
来

の
経
験
で
改
鋳
に
よ
る
胤
質
下
落
は
凡
そ
予
想
し
得
る
と
こ
ろ
ぞ
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
若
し
幕
府
が
従
来
の
方
法
を
踏
襲
す
る
な
ら
ば
、

当
然
、
麟
古
金
銀
の
口
紐
質
に
畑
…
通
せ
る
割
…
A
口
嘘
愚
の
M
調
を
採
用
す
べ
シ
。

で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
然
る
に
、
幕
府
は
畳
用
は
’
対
一
の
無
記
黒
影
霧
雪
し
な
が
ウ
、

金
座
・
銀
座
の
引
替
に
は
．
新
金
銀
の
晶
質
を
参
酌
し
て
、
金
は
六

制
、
銀
は
五
割
の
増
歩
を
付
け
た
．
こ
の
規
定
は
、
割
合
遣
の
場
．
合
、

薪
捌
金
銀
の
不
信
冒
用
に
［
よ
っ
て
起
▽
㊧
べ
き
物
儲
轍
搾
藤
縄
鼻
を
避
け
、
　
更
に
描
弔
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憩

歩
に
よ
る
引
替
促
進
を
図
っ
た
賢
悶
な
方
法
ぞ
あ
る
。
当
局
と
し
て

は
、
8
1
替
論
叢
を
付
け
て
も
、
米
を
は
じ
め
諸
物
価
の
騰
麩
は
調
え

切
れ
ぬ
こ
と
を
予
想
し
、
米
価
引
上
の
為
に
、
増
歩
の
低
率
を
望
ん

κ』

B
　
評
｛
疋
所
一
座
の
三
思
見
に
、
　
「
増
壷
金
か
幕
田
露
隅
一
に
就
き
山
ハ
十
一
血
｛
両

と
す
れ
ば
、
　
二
両
一
一
石
の
米
が
一
石
六
贈
位
と
な
り
、
諸
色
は
一
倍

程
に
騰
貴
し
て
、
世
上
は
難
儀
す
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
増
歩
を
二
、

三
十
両
と
す
れ
ば
、
米
価
は
一
両
一
石
二
、
三
首
位
と
な
り
、
諸
色

が
一
倍
と
な
っ
て
も
、
世
上
の
難
儀
と
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
故
に
鋳
造

高
を
多
く
し
、
増
歩
の
少
き
方
然
る
べ
し
」
と
云
っ
て
居
る
が
、
之

は
当
時
、
米
価
の
下
落
と
諸
物
価
の
騰
貴
と
に
よ
る
商
況
不
振
と
生

活
難
と
を
、
増
歩
の
操
作
に
よ
る
米
対
諸
色
の
鋏
状
価
格
差
縮
少
に

よ
り
緩
和
す
る
こ
と
を
ね
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
併
し
結
局
、
晶

質
相
応
の
増
歩
率
に
落
付
い
た
わ
け
ぞ
あ
る
。

　
．
こ
の
赫
質
・
増
歩
の
問
題
か
ら
考
え
得
る
こ
と
は
、
元
禄
宝
永
の

改
鋳
の
時
に
幕
府
が
薪
古
金
銀
の
引
替
通
用
共
に
無
差
別
に
取
扱
い
、

莫
大
な
禺
目
を
得
て
財
政
難
を
凌
い
だ
ご
と
き
妊
策
は
全
く
兇
ら
れ

ず
、
飽
く
ま
で
正
当
な
割
合
を
以
て
引
替
を
行
っ
た
方
策
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
享
保
改
革
の
性
格
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
二

　
右
の
事
を
理
解
し
て
後
、
更
に
改
鋳
の
理
由
を
検
討
し
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

当
時
改
鋳
に
関
与
し
た
人
の
記
録
　
亘
聖
職
秘
計
し
、
に
米
価
欝
欝
に
よ

る
武
士
の
困
窮
を
救
わ
ん
た
め
、
米
価
吊
上
策
と
し
て
改
鋳
を
行
っ

た
も
の
で
、
改
鋳
の
篇
目
収
益
は
全
く
考
え
な
か
っ
た
、
と
記
し
て

瀦
る
。
前
掲
評
定
所
一
座
の
改
鋳
意
見
に
も
、
鋳
造
高
多
き
方
が
米

価
引
上
の
た
め
宜
し
か
る
べ
し
、
と
の
答
申
が
見
え
る
。
し
か
亀
こ

の
時
、
大
坂
町
奉
行
か
ら
堂
島
米
問
屋
、
市
中
両
巷
崖
に
米
価
引
上

策
を
諮
問
し
た
が
之
に
対
す
る
薗
替
商
の
建
議
に
、
米
価
下
落
の
原

因
と
し
て
、
男
爵
額
の
増
撫
と
共
に
、
通
用
金
銀
の
晶
位
良
質
に
て

米
の
位
と
根
当
せ
ぬ
事
実
を
挙
げ
h
通
用
銀
で
一
管
三
十
目
の
栢
場

は
、
　
｛
玉
・
氷
霧
ゆ
な
・
り
凡
り
て
十
割
増
3
て
六
十
憎
目
に
当
る
故
に
、
　
悼
魍
貨
の
圓
陥

位
を
元
禄
宝
永
の
金
銀
程
に
引
下
げ
れ
ば
、
米
と
金
銀
と
の
価
値
が

相
当
し
、
米
価
が
上
昇
す
る
、
と
云
う
意
見
が
あ
る
。
之
は
当
時
の

通
貨
事
情
と
米
価
と
の
関
係
を
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
後
、

草
問
直
方
は
こ
の
建
議
を
参
照
し
て
、
元
文
改
鋳
の
目
的
は
、
米
価

と
貨
…
幣
と
の
位
を
相
当
せ
し
め
て
米
価
の
安
定
を
計
る
事
に
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
の
見
解
を
取
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
等
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
元
・
文
改
鋳
の
直
接
の
動
機
を
米
価
…
問

題
と
結
び
付
け
る
こ
と
が
、
　
一
応
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
併
し
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米
価
問
題
は
諸
色
競
場
と
互
に
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
ら
、
改

鋳
の
由
っ
て
来
る
所
は
米
価
を
も
含
む
広
汎
な
物
価
秦
野
に
基
づ
く

・
も
の
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
矯
、
試
一
み
に
享
保
年
間
の
大
坂
米
相

揚
の
笑
情
を
見
る
に
、
享
保
五
年
置
肥
後
米
一
平
銀
五
十
三
匁
乃
至

六
十
八
匁
余
、
同
六
年
、
七
十
匁
余
乃
至
八
十
匁
余
に
く
ら
べ
、
享

保
七
年
以
降
十
一
年
の
間
に
は
、
四
十
匁
乃
至
五
十
・
匁
の
聞
を
上
下

し
、
十
四
、
五
年
に
至
っ
て
、
遂
に
三
十
匁
台
を
割
を
惨
落
振
り
で
、

十
八
、
十
九
、
二
十
年
と
引
続
き
三
十
匁
乃
至
四
十
匁
前
後
を
上
下

　
　
　
⑧

し
て
居
る
。
こ
の
問
、
幕
府
は
下
落
防
止
策
と
し
て
、
空
米
取
引
の

放
任
、
米
屋
の
買
置
の
許
可
、
買
米
令
の
発
布
、
廻
米
の
制
限
、
酒

造
制
限
の
解
除
等
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
し
た
が
、
効
果
な
く
、
遂
に
享

保
二
十
年
に
は
、
最
後
の
手
段
と
し
て
米
価
公
定
策
を
取
っ
た
。
、
然

る
に
、
統
制
違
反
の
続
出
、
売
買
不
振
、
手
持
米
の
増
加
等
に
よ
り
、

却
っ
て
逆
作
用
を
起
し
た
の
ぞ
、
翌
年
の
元
文
元
年
六
月
の
改
鋳
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

後
に
、
之
を
撤
廃
し
て
屠
る
。
そ
の
触
書
に
は
「
此
度
金
銀
吹
替
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

膚
受
付
て
、
先
達
て
相
藩
候
米
領
沸
点
解
止
候
」
と
あ
る
だ
け
ぞ
、

詳
し
い
説
明
は
な
い
。
こ
9
後
、
米
価
は
次
第
　
に
騰
勢
に
赴
く
の
ぞ

あ
る
が
、
元
丈
元
年
の
米
価
公
定
方
針
廃
止
当
時
に
は
、
未
だ
実
効

は
現
れ
て
居
な
い
。
若
し
幕
府
が
米
価
引
上
の
手
段
と
し
て
改
鋳
を

忌
避
し
た
も
の
な
ら
ば
、
米
穀
公
定
網
場
撤
廃
及
び
・
く
の
後
の
対
策

の
放
秦
は
、
全
く
辻
棲
に
合
わ
な
い
。
仮
に
一
歩
を
譲
っ
て
米
価
調

節
策
を
重
視
す
る
立
葉
を
取
っ
て
も
、
幕
府
が
い
か
に
米
価
吊
上
に

苦
心
し
、
叉
米
価
下
落
が
い
か
に
武
士
の
俸
禄
生
活
を
圧
漏
し
た
と

し
て
も
、
之
だ
け
の
理
由
で
、
長
年
の
貨
幣
政
策
を
廃
虚
し
、
元
禄

時
代
に
逆
戻
り
す
る
と
は
考
え
得
ら
れ
な
い
。
老
中
の
諮
問
に
対
す

る
評
定
所
一
座
の
上
申
書
に
も
、
米
価
問
題
と
共
に
、
一
般
物
価
問

題
や
、
通
貨
量
の
増
加
等
に
就
い
て
種
女
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
居
’

る
の
で
あ
っ
て
、
米
価
鯖
上
だ
け
が
、
改
鋳
決
定
の
主
因
だ
と
見
な

す
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
む
し
ろ
問
題
の
中
心
点
を
米
と
諸
色
と
の

騰
落
差
に
よ
る
商
況
不
振
と
、
米
穀
経
済
に
依
存
す
る
武
士
、
農
昆

の
生
活
難
と
に
対
す
る
通
貨
の
関
係
に
置
き
換
え
て
考
察
し
な
け
れ

　
　
　
　
⑪

ば
な
ら
な
い
。

　
そ
も
そ
屯
米
価
下
落
と
諸
物
価
騰
貴
と
の
原
因
は
何
で
あ
る
か
。

之
は
通
貨
事
情
だ
け
か
ら
論
ぜ
ず
、
幕
藩
体
制
下
の
経
済
の
金
組
織

の
中
に
考
証
す
べ
き
重
要
問
題
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
説
明
し
尽
す
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
一
応
次
の
こ
と
を
推
定
し
て
も
よ
い
か
と
思
う
。

ま
ず
貨
幣
価
値
の
低
落
（
悪
質
金
銀
の
濫
発
、
配
位
に
か
か
わ
ら
ず
、

、
通
貨
量
の
増
大
に
因
．
る
∀
が
み
般
物
価
の
騰
勢
を
促
す
一
因
で
あ
っ
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た
こ
と
は
、
容
易
に
認
め
得
る
。
正
徳
享
保
の
交
、
物
価
騰
貴
の
刺

戟
に
よ
り
、
そ
の
原
因
を
論
ず
る
者
が
多
か
っ
た
が
、
幕
府
の
政
策
、

天
災
、
風
俗
の
奢
修
等
の
諸
原
因
の
申
に
、
或
は
金
銀
の
晶
位
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

藩
、
或
は
金
銀
の
数
量
の
増
大
を
指
摘
す
る
意
見
が
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
通
貨
と
物
価
と
の
騰
落
関
係
は
、
貨
幣
そ
の
も
の
が
商
鯖
的
性

絡
…
を
帯
び
て
屠
…
た
江
戸
時
代
に
於
て
は
、
特
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
更
に
貨
幣
相
々
の
変
動
、
例
え
ば
銀
縮
写
の
高
低
に
従
っ
て
、

江
戸
大
坂
間
の
商
取
引
が
影
響
を
受
け
、
消
費
地
た
る
江
…
戸
の
物
価

が
上
っ
た
こ
と
も
考
え
得
よ
う
。
併
し
本
質
的
問
題
と
し
て
は
、
物

資
の
需
給
関
係
も
亦
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
享
保
時

代
の
為
政
者
を
悩
ま
し
た
米
価
と
他
の
諸
物
価
と
の
鍍
行
状
態
は
、

通
貨
問
題
よ
り
更
に
進
ん
で
需
給
関
係
の
方
面
か
ら
も
考
察
す
る
と
、

一
掃
其
の
原
因
を
朗
ら
か
に
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
即
ち
享
保
時
代
の
低
米
価
に
は
、
正
徳
享
保
金
銀
の
通
用
に
よ
る

通
貨
の
晶
位
の
回
復
と
数
量
減
少
と
の
影
響
よ
り
も
、
む
し
ろ
豊
作

及
び
開
墾
、
勧
農
等
に
よ
る
米
の
供
給
量
の
増
大
、
之
に
対
す
る
需

要
の
固
定
性
が
鷹
接
に
作
用
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
思
う
。
然
る
に
他

の
諸
物
価
、
特
に
加
工
製
造
晶
た
る
日
常
必
需
蹴
と
野
宮
的
物
晶
の

価
務
に
於
て
は
、
既
に
元
禄
縫
代
か
ら
生
活
上
の
歓
望
の
増
大
、
衣

食
住
の
向
上
、
賀
幣
使
稲
の
普
及
等
が
五
に
因
果
関
係
を
結
び
厳
が

ら
、
物
資
の
量
質
・
種
類
共
に
需
要
を
煽
り
立
て
た
に
も
拘
ら
ず
、

生
心
・
流
通
の
技
術
・
規
模
・
統
制
組
織
等
が
需
要
の
膨
脹
度
に
対

応
し
得
る
ほ
ど
供
給
量
を
増
加
し
得
な
か
っ
た
為
に
、
常
に
上
向
き

の
勢
を
続
け
た
、
と
説
明
で
き
よ
う
。
そ
し
て
か
か
る
蹟
行
的
な
物

価
騰
勢
の
根
抵
に
、
貨
…
幣
経
済
の
発
展
が
農
業
の
犠
牲
と
商
業
の
利

益
と
の
開
に
進
行
す
る
原
理
の
伏
在
を
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
こ
の

経
済
原
理
が
元
禄
時
代
の
悪
質
金
銀
の
濫
発
、
通
貨
量
の
膨
脹
に
よ

る
刺
戟
で
顕
在
化
し
、
更
に
正
徳
享
保
の
改
鋳
に
お
い
て
、
そ
の
物

価
抑
擬
に
及
囲
は
す
。
へ
き
好
陶
影
蝦
靴
か
、
薪
金
銀
の
不
足
、
　
引
替
渋
滞
、

従
っ
て
貨
幣
整
理
の
不
徹
底
等
の
及
ぼ
す
悪
影
響
に
よ
っ
て
打
ち
消

さ
れ
て
し
ま
っ
た
所
に
、
物
価
騰
勢
、
米
価
と
の
価
格
差
の
増
大
が

現
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
若
し
仮
に
米
価
そ
の
他
の
諸
物
価
が
正
比

例
を
保
っ
て
騰
貴
し
、
そ
れ
に
依
る
所
得
の
実
質
的
効
果
が
諸
階
級

に
均
分
さ
れ
る
な
ら
ば
、
物
価
一
般
の
騰
勢
は
む
し
ろ
正
常
な
る
産

業
勃
興
、
商
況
活
覆
の
促
進
剤
と
な
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
、
封
建

制
赴
会
に
於
け
る
武
士
、
農
民
門
町
人
、
各
階
級
問
の
経
済
的
利
害

関
係
の
対
立
性
、
特
に
武
士
の
皆
掛
経
済
の
消
費
性
と
問
騒
痛
罵
の

商
品
布
場
の
支
配
力
と
の
対
抗
関
係
が
、
か
か
る
経
済
発
展
の
趨
勢
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を
妨
げ
、
却
っ
て
社
会
的
矛
庸
と
政
治
的
混
迷
と
を
拡
大
す
る
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
な
っ
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
か
よ
う
な
本
質
的
矛
盾
が
、
当
時
の
幕
府
当
局
者
や

識
者
に
判
然
と
理
解
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
等
の
見
た
も
の
は
、

米
価
と
他
の
諸
物
価
と
の
開
き
と
い
う
現
象
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
開

き
を
縮
…
め
る
為
に
は
、
米
価
の
吊
上
と
諸
物
価
の
引
下
と
の
方
法
が

あ
る
が
、
前
述
の
如
き
米
価
縞
上
策
と
共
に
、
諸
物
価
の
引
下
策
も

亦
行
わ
れ
て
居
る
。
幕
府
の
方
針
に
は
、
一
般
物
価
は
米
価
に
従
う

と
の
経
済
思
想
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
米
値
段
の
下
直
な
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
色
直
段
が
締
高
薩
の
階
と
同
前
な
る
事
を
責
め
、

旨
用
贔
の
値
を
米
価
同
様
に
引
下
げ
る
べ
き
こ
と
協
議
し
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

燭
出
し
た
例
は
、
享
保
八
年
頃
か
ら
度
々
見
受
け
ら
れ
る
。
前
掲
評

定
所
一
骨
の
上
申
書
に
、
元
文
薪
金
銀
引
替
増
歩
の
操
作
に
よ
っ
て

米
価
と
諸
物
価
と
の
開
き
を
縮
め
る
こ
と
（
六
十
五
両
の
増
歩
な
ら

ば
、
　
一
両
に
二
石
の
米
値
が
一
石
六
斗
に
騰
費
し
、
諸
色
は
一
倍
と

な
る
の
ぞ
、
価
格
差
が
一
層
拡
大
す
る
。
若
し
増
悪
を
工
、
三
十
両
と

す
れ
ば
、
米
値
は
一
石
二
、
三
斗
と
急
騰
し
、
諸
色
が
パ
倍
と
な
っ
て

も
、
価
格
差
の
拡
大
は
少
い
か
ら
、
世
上
の
難
儀
を
避
け
得
る
と
い

う
意
味
）
を
考
慮
し
た
意
見
も
、
同
じ
見
地
に
立
つ
竜
の
で
あ
る
。

　
米
対
諸
色
の
暴
状
価
格
蕪
の
拡
大
か
ら
受
け
る
苦
痛
は
、
年
貢
米
、

俸
禄
米
を
売
却
し
て
、
そ
の
代
金
を
以
て
消
費
生
活
を
営
む
幕
府
、

諸
大
名
及
び
そ
の
家
臣
園
に
と
つ
・
て
最
も
甚
だ
し
く
、
爆
心
は
之
に

次
ぐ
。
町
人
の
苦
痛
は
最
も
少
い
筈
で
あ
る
が
、
武
士
階
級
の
生
計

逼
追
と
消
費
量
の
縮
少
と
が
復
に
商
業
不
振
を
誘
起
す
る
か
ら
、
一

部
の
富
商
を
除
い
て
は
、
や
は
り
聞
接
な
が
ら
悪
影
響
を
受
け
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
世
上
一
般
の
苦
痛
は
、
貨
幣
の
諸
通
量
が
潤
沢
で

各
自
の
生
計
上
に
出
入
す
る
金
が
多
け
れ
ば
、
た
と
え
悪
質
貨
幣
ぞ

あ
っ
て
も
、
な
お
必
理
的
に
逼
迫
感
を
与
え
る
こ
と
は
少
い
。
然
る

に
、
い
か
に
良
質
の
貨
幣
で
も
、
流
通
量
が
激
減
し
、
現
実
に
商
人

も
消
費
者
も
使
う
べ
き
金
が
少
く
な
れ
ば
、
窮
迫
感
は
い
や
増
す
道

理
で
あ
る
。
正
徳
享
保
金
銀
の
強
制
通
用
は
、
結
果
と
し
て
こ
の
趨

勢
を
煽
∵
り
立
て
た
わ
け
で
あ
る
。
既
に
元
禄
以
来
ゴ
一
、
四
十
年
の
關
、

世
人
が
金
銀
銭
の
使
用
に
馴
れ
、
そ
の
額
竜
累
増
し
、
今
後
益
々
貨

…幣

ﾌ
普
及
と
そ
の
数
量
の
増
大
と
が
予
想
さ
れ
る
経
済
発
展
の
時
勢

に
当
っ
て
、
之
を
逆
に
堰
止
め
る
如
き
通
貨
縮
少
が
突
然
行
わ
れ
た

の
だ
か
ら
、
貨
幣
流
蝋
の
途
が
梗
塞
し
、
商
取
3
1
は
も
ち
ろ
ん
、
一

般
生
計
に
多
大
の
不
便
が
起
つ
た
経
緯
は
手
の
申
に
見
る
如
く
明
ら

か
で
あ
る
。
，
荻
生
算
置
が
金
銀
の
数
量
減
少
の
弊
を
指
摘
し
、
金
は
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元
禄
金
・
乾
現
金
時
代
の
半
数
と
な
り
、
銀
は
四
宝
銀
時
代
の
三
分

の
一
に
減
少
し
た
か
ら
、
諸
相
揚
も
元
禄
金
翰
墨
時
代
の
半
値
以
下

に
低
落
し
な
け
れ
ば
、
元
の
位
ぞ
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

五
十
年
前
に
比
較
す
る
と
十
倍
二
十
倍
の
高
値
だ
、
と
述
べ
た
の
は
、

右
の
実
情
の
体
験
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
結
果
、
通
貨
は
品
位
に
か

か
わ
ら
ず
数
童
を
増
加
す
べ
し
、
と
の
彼
独
得
の
貨
幣
論
が
唱
導
さ

れ
た
の
ゼ
あ
る
。
叉
、
後
の
書
な
が
ら
江
戸
の
医
師
結
尾
南
竹
の

　
　
　
　
　
⑭

「
理
趣
し
に
は
、
当
時
の
江
戸
の
市
況
を
最
も
鮮
や
か
に
叙
述
し
て

居
る
。
即
ち
、
宝
永
前
ま
で
は
諸
色
高
直
に
て
も
困
ら
ず
、
愚
人
は

用
の
足
り
る
こ
と
を
喜
び
、
却
っ
て
下
鷹
と
思
っ
て
居
た
。
之
は
幕

府
の
通
貨
発
行
量
が
多
く
、
武
家
町
人
百
姓
共
に
金
銀
が
多
く
乎
廻

る
為
で
あ
っ
た
。
然
る
に
享
保
三
年
以
来
、
幕
府
の
倹
約
強
く
、
金

は
上
に
の
み
納
っ
て
下
肉
に
は
少
く
な
っ
た
の
で
、
商
売
薄
く
元
金

も
次
第
に
減
っ
て
、
買
う
べ
き
も
の
も
買
わ
ず
に
闘
に
合
わ
せ
る
時

代
と
な
っ
た
。
そ
の
為
に
商
業
が
振
わ
ず
、
目
抜
き
の
通
り
に
も
明

地
、
明
店
、
仕
隠
家
が
嵐
来
、
文
末
に
移
る
者
が
多
い
、
云
女
と
述

べ
、
　
米
値
下
－
魚
町
、
　
酔
朝
入
も
辛
六
ノ
曽
し
て
暮
し
を
立
て
・
Φ
、
　
・
こ
結
ん
～
㌧

屠
る
。
更
に
享
保
十
四
年
、
江
戸
北
八
十
堀
日
比
谷
町
雑
賀
六
郎
左

徳
即
門
が
「
救
市
民
困
弊
議
」
を
薯
制
わ
し
て
、
江
戸
の
商
況
不
振
と
市
民

の
生
活
難
と
を
訴
え
た
懸
絶
も
亦
、
薫
じ
兇
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
廉
民
生
活
の
実
情
か
ら
見
れ
ば
、
物
価
が
高
く
と
も
金

廻
り
が
よ
け
れ
ば
凌
ぎ
や
す
い
が
、
金
廻
り
が
悪
い
と
物
価
高
が
身

に
こ
た
え
、
商
も
振
わ
な
い
窮
迫
が
眼
前
に
現
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
幕
府
の
強
硬
策
を
以
て
し
て
も
、
遂
に
こ
の
方
面
か
ら
幣
制
復
古

の
方
針
の
失
敗
を
自
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
揚
合
、
若

し
古
金
銀
の
通
用
量
に
見
合
う
ほ
ど
薪
金
銀
の
発
行
高
を
増
し
得
た

な
ち
ば
、
事
態
は
好
転
し
、
改
鋳
を
避
け
得
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
る

に
鋳
造
原
料
た
る
地
金
不
足
の
為
に
、
之
は
望
ん
で
も
得
ら
れ
ぬ
事

　
　
　
⑰

で
あ
っ
た
。
父
金
銀
銭
の
本
質
的
価
値
と
公
定
相
揚
と
の
相
違
に
よ

り
、
良
質
の
金
貨
の
退
蔵
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
亦
、
薪
金
銀
の
不
足

を
甚
だ
し
く
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
な
3
3
江
戸
、
上
方
聞
の
通
貨
事
情
の
相
違
、
及
び
幕
府
当
局
、
商

入
、
金
替
業
者
等
の
立
揚
の
相
違
等
に
従
っ
て
、
種
女
の
見
方
を
す

　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
併
し
問
題
の
核
心
は
、
良
貨
に
よ
る
通
貨
縮

少
そ
の
も
の
が
、
貨
幣
経
済
発
展
の
大
勢
に
相
応
せ
ぬ
点
に
見
禺
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
金
の
不
足
が
良
貨
に
よ
る
通
貨
量
の

復
原
を
許
さ
な
か
っ
た
所
に
、
晶
位
か
…
数
量
か
の
こ
者
択
一
の
問
題
．

が
起
り
、
主
と
し
て
元
禄
宝
永
の
経
験
に
叢
つ
く
品
位
が
薫
れ
て
、

，go　（202）
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享
保
の
経
験
を
参
酌
せ
る
数
量
説
に
席
を
護
っ
た
と
の
説
朗
が
成
り

　
　
　
　
　
　
　
⑲

立
つ
次
第
で
あ
る
。

①
　
御
触
轡
寛
保
集
成
　
三
十
二
、
金
銀
之
部

②
　
甲
賀
宜
政
氏
調
査
、
徳
斯
氏
貨
幣
一
覧
表
（
造
幣
局
沿
革
志
藤
載
）

③
　
前
掲
集
威
、
岡
上
。

①
　
両
麟
質
年
代
誕
の
編
翼
償
は
。
引
替
揃
姻
点
狸
の
事
を
批
評
し
て
、
古
金
百
商
を

　
丈
字
金
胃
六
＋
五
両
の
耀
場
に
定
め
る
な
ら
ば
、
物
価
二
野
の
原
國
と
な

　
る
こ
と
を
心
旧
し
て
、
　
一
対
一
の
相
揚
と
し
、
別
に
揃
削
歩
を
£
め
た
竜
の

　
な
許
P
ん
、
　
と
述
べ
、
　
明
治
山
ハ
年
、
　
一
兀
金
座
入
佐
一
膝
由
七
三
郎
編
…
旧
貨
幣
表
の

　
鯉
川
説
の
中
に
は
、
改
鋳
の
二
二
を
一
幕
府
で
収
め
ず
、
駈
歩
を
付
け
て
人
曳

　
の
利
益
を
計
っ
た
と
、
説
明
し
て
い
る
が
、
之
み
理
由
の
一
端
で
あ
ろ
う
。

③
掌
保
観
護
類
集
＋
、
金
銀
銭
之
部
。
、

⑥
二
本
経
済
輿
二
二
、
経
済
部
二
一
、
第
一
貨
幣
、
鋳
貨
発
行
の
沿
革
所

　
載
、
吾
職
秘
二
一
、
私
は
憂
欝
の
著
齎
の
名
を
知
ら
な
い
。

⑦
　
財
貨
図
引
巻
十
二
。

⑲
　
大
阪
市
史
一
．

⑨
本
庄
栄
次
郎
著
、
徳
川
幕
府
の
栄
価
謂
節
。

⑩
荊
掲
集
成
三
＋
四
、
米
穀
之
部
。

②
　
本
庄
栄
次
郎
氏
は
元
文
改
鋳
と
米
価
調
飾
と
は
直
接
の
関
係
な
き
事
遊

　
主
張
し
て
、
賄
闘
係
説
を
批
判
し
、
　
（
繍
關
川
幕
由
肘
の
米
磁
闇
謝
騒
即
第
三
編
…
第
一

　
二
葉
二
節
）
中
村
孝
也
氏
亀
、
両
者
の
関
係
の
有
無
に
就
量
懐
疑
的
意
見

　
を
餌
し
て
贋
ら
れ
る
（
元
禄
及
び
享
保
「
晦
～
代
に
お
け
る
点
買
幣
絡
…
済
の
研
究
）

⑫
　
幕
嘗
…
の
当
局
者
は
通
貨
品
位
下
弗
浴
を
、
新
井
白
石
は
通
貨
数
量
纐
蝋
大
を

　
一
原
M
闘
に
…
捌
跡
へ
て
居
る
“
　
（
憶
鞭
滑
山
剛
秘
飽
鴨
牛
一
、
鰍
置
憩
牌
蝋
A
激
畳
状
）

⑱
　

こ
れ
ら
の
照
ド
題
は
、
他
擬
「
ぶ
保
改
革
に
於
け
る
藩
羅
莱
統
計
」
に
於
．
い

　
て
詳
論
す
る
つ
も
り
だ
が
、
当
時
、
物
僑
蔽
鵬
帯
《
の
原
因
を
問
農
紳
　
聞
の
由
筒

　
撫
凧
独
露
に
よ
る
も
の
と
一
児
て
、
武
家
の
手
に
商
撫
…
を
剛
復
す
べ
し
と
の
意

　
見
が
強
く
な
っ
た
藩
は
、
太
宰
暮
蝦
の
経
済
録
五
、
築
鳩
巣
の
献
可
罰
中

　
に
冤
え
る
。

⑪
享
保
撰
要
類
集
第
九
擁
、
米
鍛
之
部
、

⑯
敢
三
二
。

⑯
燕
贋
十
糧
…
奪
取
、
丈
化
頃
の
碧
。

⑰
　
墓
府
が
羅
国
の
鉱
山
の
増
｛
庭
、
新
鉱
山
の
開
発
を
奨
励
…
し
た
事
例
が
多

　
い
が
、
効
果
は
な
か
っ
た
。

⑲
大
阪
両
潜
商
沿
革
炎
編
岡
替
薦
沿
輩
更
に
元
交
改
鋳
の
原
照
と
し
げ
、
、

　
一
、
小
判
の
贔
位
が
枇
上
の
生
計
の
途
に
応
ぜ
ざ
る
を
以
て
融
通
に
不
便

　
な
る
〃
赦
、
小
判
が
商
品
・
化
し
て
退
蔵
さ
れ
た
こ
と
。
二
、
金
銀
の
産
額
が

減
少
し
、
特
に
金
の
不
足
が
甚
だ
し
か
っ
た
こ
と
。
三
、
銭
に
対
し
て
傘

　
銀
の
法
定
価
絡
が
低
か
っ
た
こ
と
。
殊
に
金
が
低
か
っ
た
か
ら
、
雄
藩
化

　
又
は
退
蔵
さ
れ
、
流
通
市
場
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
。
四
、
金
は
銀
に
対

　
し
て
も
低
か
っ
た
こ
と
ら
等
を
W
挙
げ
て
居
る
。
之
は
大
阪
の
厨
藩
h
商
の
記

　
録
、
経
験
に
基
づ
い
た
説
明
で
あ
ろ
う
。

⑲
薪
井
白
石
の
立
場
は
、
貨
幣
品
位
説
を
代
衰
し
、
之
に
反
し
㎡
し
、
荻
蕉

　
祖
葎
が
、
金
銀
貨
は
必
ず
し
も
良
品
位
な
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
品
位
劣
る

　
と
も
数
鼠
を
増
蜘
す
る
方
可
な
り
、
と
の
数
暴
説
を
取
り
、
麟
の
増
鋳
を

　
以
て
金
銀
の
綱
対
的
誓
言
の
引
上
を
虫
上
し
た
こ
と
は
、
芯
剛
掲
申
一
村
櫨
一
士

蒼
詳
・
・
．
　
　
　
　
　
　
　
鯛3！



敬
鋳
の
影
響

　
　
　
　
　
閣

　
良
貨
発
行
t
通
貨
取
縮
i
通
用
不
自
由
一
i
晶
位
引
下
改
鋳

一
通
貨
の
膨
脹
。
之
が
幕
府
の
政
策
転
換
の
論
理
的
過
程
ぞ
あ
る
。

従
っ
て
薪
政
策
の
実
施
に
当
っ
て
、
第
二
に
緊
急
を
｝
要
す
る
施
策
が
、

文
字
金
銀
の
鋳
造
促
進
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
ぞ
も
な
い
。
金
銀

　
　
　
①

吹
替
次
第
に
拠
れ
ば
、
薪
金
銀
試
作
の
下
命
は
元
文
元
年
五
月
三
日
、

正
式
の
鋳
造
令
は
五
月
十
三
日
ぞ
、
引
替
に
最
も
多
額
を
要
す
る
銀

で
は
一
驚
に
千
貫
吹
立
の
計
画
で
あ
っ
五
。
銀
座
に
3
生
け
る
従
業
者

の
増
員
、
工
揚
の
建
増
が
行
わ
れ
、
廿
五
日
に
、
世
論
へ
の
見
せ
金

と
し
て
蒲
銀
百
五
十
書
目
が
引
替
所
に
交
付
さ
れ
た
。
一
日
干
貫
の

吹
立
は
六
月
五
日
か
ら
実
現
し
た
が
、
潔
い
で
新
銀
爵
廻
り
促
進
の

た
め
、
京
都
の
銀
座
の
施
設
を
拡
充
し
、
江
戸
よ
り
従
業
者
を
派
遣
し

て
鋳
造
を
始
め
、
元
文
二
年
正
月
か
ら
古
銀
一
一
千
貫
を
一
日
に
改
鋳

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
よ
う
に
、
幕
府
が
手
を
尽
し
て
鋳
造
を
督

励
し
た
こ
と
は
、
記
録
に
歴
然
と
見
え
て
居
る
。
掛
り
の
者
一
同
が

御
用
勤
御
褒
美
の
下
賜
を
受
け
た
の
は
、
元
文
四
年
四
月
で
、
銀
の

改
鋳
は
、
こ
の
時
迄
に
一
応
終
了
し
た
よ
う
で
あ
る
。
金
の
方
は
詳

ら
か
ぞ
な
い
が
、
数
量
が
少
い
か
ら
、
恐
ら
く
銀
よ
り
も
阜
く
終
っ

た
で
あ
・
？
つ
。
こ
の
改
鋳
進
行
の
遍
程
は
、
・
引
替
の
進
行
状
態
と
対

応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
改
鋳
と
併
肴
し
て
引
替
督
励
・
新
金
銀
通
湧
促
進
策
が
取
ら
れ
た

こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
。
新
吉
金
銀
無
差
別
通
用
、
但
し
引
替

増
歩
付
の
規
定
の
中
、
元
禄
宝
永
の
金
銀
は
既
に
享
保
年
端
の
施
策

で
通
周
停
止
と
な
っ
た
か
ら
、
適
罵
外
ぞ
あ
る
。
慶
長
金
銀
は
鋳
造

以
来
年
久
し
く
、
且
つ
度
々
の
引
替
を
経
て
居
る
か
ら
、
残
る
数
量

が
多
く
は
な
い
筈
で
あ
る
。
最
も
主
要
な
古
金
銀
は
正
穂
掌
保
金
銀
、

及
び
長
く
3
1
替
難
を
続
け
た
乾
字
金
で
あ
っ
て
、
無
差
別
通
用
、
引

替
増
歩
付
の
規
定
は
、
良
貨
た
る
古
金
銀
の
吸
上
げ
と
単
位
劣
れ
る

新
金
銀
の
通
用
促
進
に
適
す
る
施
策
ぞ
あ
っ
た
。
例
を
挙
げ
て
説
開

す
れ
ば
、
従
来
、
百
両
の
運
上
金
を
納
め
る
商
人
が
、
古
金
で
納
入

」
ゼ
ず
、
　
古
あ
晶
か
縄
簾
耕
金
に
［
引
回
押
え
て
納
…
入
す
瀟
ル
ば
、
　
描
細
歩
一
金
山
ハ
十
↓
血
罵
固

を
利
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
窓
蓋
十
貫
目
の
債
務
を
負
う
武
士
が
、

之
を
古
謡
で
返
却
せ
ず
、
薪
銀
に
引
換
え
て
返
却
す
れ
ば
、
二
歩
銀

五
貫
翼
を
利
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
一
般
に

薪
金
銀
勘
定
を
取
っ
た
方
が
有
利
と
な
る
。
併
し
な
が
ら
、
商
取
引

に
於
て
実
施
す
る
時
に
は
、
売
掛
金
同
［
収
等
の
揚
合
に
混
乱
が
起
る

：sgas　（g．　og）．．
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こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
働
っ
て
幕
府
は
無
差
別
通
用
よ
り
起
る

混
乱
を
避
け
る
為
に
、
新
金
銀
が
十
分
に
滋
廻
る
ま
で
、
暫
時
の
聞
、

割
合
遣
の
制
を
実
施
し
て
贋
る
。
之
は
金
六
割
半
増
、
銀
歯
揉
め
引

替
行
歩
を
以
て
、
そ
の
ま
ま
新
盲
金
銀
の
割
合
遣
と
し
た
も
の
で
（

貨
…
幣
血
温
も
当
然
こ
の
割
合
に
準
拠
し
、
例
え
ば
、
新
た
に
元
建
と

な
っ
た
・
文
字
金
一
両
に
文
字
銀
五
十
三
匁
二
分
の
栢
揚
の
時
、
古
金

一
両
を
出
せ
ば
、
　
金
六
麟
則
蹴
や
開
瑠
ノ
し
・
文
ゆ
十
銀
八
十
」
七
匁
七
分
八
厘
に
引

　
　
　
　
　
　
　
　
②

替
え
る
こ
と
が
で
さ
た
。

　
こ
の
割
合
遣
の
制
度
は
、
前
述
の
ご
と
く
改
鋳
の
当
初
全
く
幕
府

の
薦
…
熱
す
る
所
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、
十
組
問
屋
か
ら
無
差
別
通
用

の
方
針
が
商
取
引
の
障
碍
に
な
る
こ
と
を
申
立
て
た
の
で
、
そ
の
事

情
を
了
承
し
て
右
の
如
き
一
時
的
措
置
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
十

　
　
　
　
　
　
③

組
問
屋
の
嘆
願
書
に
拠
れ
ば
、
貸
借
関
係
で
古
金
百
両
の
貸
金
を
壷

金
百
両
で
受
取
ら
ば
、
債
権
者
の
大
損
失
と
な
り
、
当
然
債
権
者
は

今
後
の
貸
金
を
渋
る
か
ら
、
結
局
債
務
者
も
新
規
の
借
金
無
難
と
な

っ
て
不
利
を
招
く
し
、
叉
問
屋
が
諸
国
の
商
人
か
ら
の
仕
入
品
は
、

古
金
銀
勘
定
の
積
り
で
仕
入
れ
て
之
を
売
渡
せ
し
所
、
売
渡
代
金
を

漸
金
銀
ぞ
受
取
ら
ば
、
大
損
失
と
な
る
。
働
っ
て
、
一
、
享
保
二
十

五
年
五
月
以
前
の
売
掛
金
は
蒲
金
銀
を
以
て
決
済
す
る
。
二
、
享
保

二
十
年
五
月
以
降
元
文
元
年
五
月
迄
の
売
掛
金
は
従
前
の
翻
り
古
金

銀
を
以
て
決
済
す
る
、
と
云
う
如
き
規
則
の
弘
布
を
請
う
た
。
幕
府

で
は
、
将
軍
が
直
々
歎
願
書
を
披
太
し
た
上
、
金
二
両
は
一
両
な
る

故
、
差
別
通
用
は
許
さ
ぬ
こ
と
、
｛
　
著
し
差
別
逓
罵
す
れ
ば
、
処
罰
し
、

叉
増
歩
を
以
て
通
用
す
る
こ
と
を
今
後
願
い
出
ぞ
て
も
牢
舎
申
付
く

る
旨
を
厳
滅
し
た
が
、
現
に
商
取
6
1
渉
滞
の
実
情
を
見
て
、
已
む
な

く
割
合
遣
の
便
法
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二

　
然
る
に
引
替
増
歩
、
割
合
遣
の
如
き
施
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
良

質
の
古
金
銀
に
愛
着
し
、
劣
位
の
薪
金
銀
を
嫌
う
の
は
、
使
用
者
心

理
で
あ
る
。
世
上
で
は
、
通
貨
不
足
緩
漁
の
目
的
を
以
て
造
ら
れ
た

新
金
銀
に
期
待
し
た
に
違
い
な
い
が
、
さ
て
手
に
取
っ
て
見
る
と
、

純
分
が
少
く
て
銅
が
多
く
、
元
禄
金
に
比
較
し
て
さ
え
も
、
色
が
悪

い
。
素
人
…
眠
で
も
町
鳶
の
劣
悪
さ
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
忽
ち
不
評
判

と
な
り
、
嫌
わ
れ
た
有
様
は
、
当
時
の
世
相
の
雑
記
に
種
六
の
皮
肉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

訟
刺
と
な
っ
て
記
さ
れ
て
居
る
。
当
然
、
引
替
が
予
期
し
た
如
く
に

は
進
捗
し
な
い
。
引
替
が
不
振
ぞ
あ
れ
ば
、
新
金
銀
の
鋳
造
・
流
通

量
も
抑
制
さ
れ
る
。
享
保
年
代
で
散
々
苦
汁
を
呑
ん
だ
当
局
の
対
策

は
、
実
に
性
急
ぞ
あ
る
。
例
え
ば
、
新
金
銀
発
行
後
、
僅
に
ご
、
三
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ケ
月
し
か
経
ぬ
頃
、
東
海
道
、
申
山
道
、
日
光
街
道
、
甲
州
街
道
の
公

私
領
の
愈
愈
に
対
し
、
文
字
金
銀
使
用
の
促
進
の
為
に
、
「
見
せ
金
」

を
差
添
え
て
通
用
せ
し
め
、
時
々
役
人
を
遣
し
て
通
用
状
態
を
検
察

　
　
　
⑤

し
て
居
る
。
叉
近
く
割
合
遣
の
停
止
や
、
増
歩
の
減
少
を
行
う
こ
と

を
久
か
し
て
、
不
利
を
蒙
ら
ぬ
中
に
引
替
す
る
よ
う
懲
瀬
し
、
年

貢
・
合
力
・
給
金
・
供
金
・
買
掛
・
地
代
・
店
賃
・
質
物
・
田
地
質

等
、
い
よ
い
よ
以
て
薪
古
金
銀
無
差
別
通
用
相
違
な
き
事
を
保
証
し

て
、
薪
金
銀
使
用
額
を
誘
っ
て
居
る
。

　
併
し
諸
商
人
の
立
揚
と
し
て
は
、
割
合
遣
に
よ
る
古
金
銀
の
使
用

の
方
が
信
頼
で
き
た
か
ら
、
当
局
の
下
鞍
に
応
ぜ
ず
、
別
し
て
問
屋

と
諸
国
産
地
と
の
取
引
、
就
中
、
大
坂
と
酉
国
、
中
国
、
四
国
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

取
引
に
は
古
金
銀
を
使
用
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
元
来
数
量
の
少
い

古
金
銀
の
需
要
増
、
特
に
銀
建
経
済
の
上
方
に
於
け
る
古
銀
の
需
要

増
が
銀
歯
揚
の
騰
勢
を
煽
る
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
趨
勢
は
当
然
、
江
戸
に
於
け
る
貨
幣
絹
揚
に
屯
圧
力
を
及

ぼ
さ
ず
に
は
止
ま
な
い
。
こ
こ
に
銀
の
払
底
、
・
面
相
揚
の
暴
騰
を
惹

き
起
し
、
引
替
難
は
益
々
深
刻
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
江
戸
で
は
古
金
銀
の
時
、
五
十
七
、
八
匁
乃
至
六
十
匁
位
で
ほ
ぼ
安
〆

定
し
た
銀
相
論
が
、
薪
古
切
換
の
六
月
十
五
日
当
日
に
は
、
五
十
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

匁
、
尋
ノ
し
同
月
中
に
四
十
九
匁
相
揚
が
現
わ
れ
た
。
銀
の
需
要
増
に

応
じ
て
、
両
替
仲
晶
聞
の
両
替
ぞ
は
、
古
金
銀
時
代
に
小
判
＝
岡
に
就
き

二
分
乃
至
五
分
の
間
を
上
下
し
た
切
賃
が
、
　
一
分
判
二
両
に
就
き
一

匁
二
、
三
分
位
に
上
っ
た
。
之
に
対
し
て
、
町
奉
行
か
ら
厳
重
な
警
告

が
出
さ
れ
た
が
、
仲
闘
の
申
分
で
は
、
切
賃
高
の
原
因
は
、
諸
家
の

包
銀
の
入
用
、
上
方
へ
の
支
払
銀
の
需
要
、
新
金
一
夢
判
の
不
定
を

，
補
う
為
の
銀
使
用
量
の
増
伽
等
を
挙
げ
、
自
然
の
需
要
供
給
関
係
に

よ
る
も
の
で
、
決
し
て
人
為
的
吊
上
ぞ
は
な
い
と
の
陳
弁
ぞ
あ
る
。

　
し
か
し
当
局
の
取
締
方
針
は
、
以
前
よ
り
一
層
強
硬
ぞ
あ
っ
た
。

六
月
廿
六
日
、
商
替
仲
聞
名
代
十
人
は
町
奉
行
の
差
紙
に
よ
っ
て
立

頭
し
、
切
賃
高
値
の
詮
議
を
受
け
た
が
、
そ
の
釈
明
は
聴
許
さ
れ
ず
、

遂
に
全
部
の
者
が
即
座
に
入
牢
と
な
っ
た
。
両
替
逸
聞
は
直
に
磯
簾

を
下
し
て
、
休
業
じ
た
。
そ
し
て
翌
日
、
両
替
伸
間
三
組
六
十
一
軒
が

連
名
で
釈
放
嘆
願
書
を
提
訴
し
た
が
、
却
っ
て
勝
手
の
休
業
を
秘
め

う
れ
、
愛
日
開
店
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
当
局
で
は
、
銀
の
払
底
に
よ
る

高
栢
揚
の
原
因
は
、
爾
替
仲
卸
の
職
権
だ
と
睨
ん
だ
の
で
あ
る
。
併
ツ

し
七
月
一
日
に
至
り
、
無
実
の
事
と
判
明
し
た
の
で
、
長
め
て
仲
開

一
嗣
か
ら
委
縞
の
事
情
を
漁
図
上
げ
さ
せ
、
仲
間
の
釈
明
は
殆
ど
前
の

揚
合
と
同
趣
旨
で
あ
っ
た
が
、
町
奉
行
は
之
に
了
解
を
与
え
た
。
恐
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ら
く
、
当
局
者
は
自
己
の
見
込
違
を
認
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
牢
舎
の
十
人
は
数
十
度
の
嘆
願
書
提
出
も
効
な

く
、
容
易
に
許
さ
れ
ず
、
月
を
越
し
た
。
八
月
十
九
揖
に
至
っ
て
漸

く
放
免
を
受
け
た
が
、
前
後
五
十
三
日
の
在
牢
ぞ
あ
っ
た
。

　
当
時
の
禁
獄
の
悲
惨
な
る
実
情
を
考
え
る
と
、
誠
に
貨
幣
金
上
未

曾
有
の
弾
圧
振
り
と
ゑ
う
べ
き
で
あ
る
。
釈
明
の
聴
許
に
か
か
わ
ら

ず
、
か
か
る
惨
酷
な
弾
圧
を
行
っ
た
こ
と
は
、
新
金
銀
通
用
促
進
の
為

の
威
嚇
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
之
を
強
行
し
た
当
局
者
は
、

南
町
奉
行
大
岡
越
前
守
忠
網
で
あ
っ
て
、
彼
が
八
月
牽
二
臼
に
寺
社

奉
行
に
転
じ
、
事
件
が
北
町
奉
行
稲
生
下
野
守
正
武
の
担
当
に
移
2

て
数
H
後
に
解
決
を
見
て
繕
る
。
従
っ
て
こ
の
思
い
切
っ
た
弾
圧
に

は
、
大
岡
忠
相
の
強
硬
政
策
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
両
替
年
代
記

に
「
六
月
昔
七
日
よ
り
八
月
十
七
日
迄
、
都
A
口
三
十
四
度
願
之
上
、

一
牢
…
屋
へ
篇
兄
舞
荊
物
．
遣
す
」
　
「
又
｝
両
町
家
・
王
ご
一
組
｝
斜
面
屋
盤
冴
数
－
で
度
禺
牢

之
画
工
門
出
ル
」
　
「
再
入
之
手
代
在
牢
凡
五
十
三
日
、
無
難
に
帰
宅

し
、
哀
歓
交
及
落
涙
と
猟
官
」
　
「
右
一
件
に
付
、
諸
費
百
八
九
拾
両

懸
み
と
云
」
な
ど
と
、
後
代
甕
で
弾
圧
の
恐
怖
を
伝
え
て
居
る
記
事

バ
か
多
い
0
　
（
一
二
無
文
幽
距
　
に
、
　
コ
兀
文
｝
兀
年
｝
内
辰
六
日
却
ユ
］
六
n
口
よ
の
八

月
迄
、
南
御
奉
行
大
岡
様
懸
の
銀
切
賃
高
有
二
件
諸
事
挫
し
が
現
存

す
る
と
云
う
。
ー
ー
両
替
年
代
記
頭
註
）

　
銀
の
引
替
難
は
、
大
坂
に
於
い
て
も
、
江
戸
と
同
…
様
で
あ
っ
た
。
そ

　
の
対
策
と
し
て
、
町
奉
行
で
は
、
両
替
商
が
遠
国
か
ら
吉
金
銀
を
測

9
収
す
る
揚
合
、
金
一
両
に
就
き
銀
一
分
、
銀
百
目
に
就
き
一
分
五
厘

　
の
法
定
手
数
料
の
外
に
、
金
銀
主
相
対
に
て
雑
用
を
取
る
こ
と
を
許

し
て
専
督
励
し
菊
併
し
古
金
銀
の
退
蔵
・
疑
難
懐
然
と
し

　
て
変
ら
ず
、
度
々
田
籍
罰
方
針
を
以
て
強
要
し
て
も
、
幕
府
の
期
待
通

り
に
は
進
捗
し
な
か
っ
た
。
元
文
元
年
九
月
よ
り
翌
一
一
紐
二
月
迄
に
、

大
阪
両
替
百
聞
か
ら
・
引
替
所
に
提
出
し
た
額
は
、
僅
に
古
金
五
識
両

　
（
新
銀
八
千
二
百
五
十
両
分
）
古
㎞
銀
一
万
四
［
千
九
｝
臼
九
十
書
ハ
（
新
装
二
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

二
千
隣
百
八
十
五
貫
分
）
に
過
ぎ
山
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
江
戸
、
大
坂
の
引
替
難
は
、
容
易
に
緩
和
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
元
文
二
年
に
入
り
幕
府
の
改
鋳
促
進
に
よ
り
新
金
銀
の
出

廻
り
が
漸
く
順
調
に
向
つ
た
の
ぞ
、
そ
の
機
を
逸
せ
ず
是
年
三
月
、

割
合
遣
を
来
年
よ
り
停
止
し
、
引
替
立
歩
も
金
百
両
に
就
き
三
十
．
爾
、

銀
十
貫
目
に
就
き
二
賞
目
と
改
定
し
た
。
従
来
の
増
額
に
比
較
す
る

と
、
六
十
五
両
が
三
十
両
に
、
五
貸
目
が
ご
貫
目
に
な
っ
た
の
だ
か

ら
、
半
減
以
上
で
あ
る
。
こ
の
急
激
な
改
訂
．
が
商
人
の
年
末
勘
定
を

混
乱
さ
せ
る
の
で
、
警
世
の
問
歴
覧
闇
の
延
期
歎
顯
…
に
よ
り
、
幕
麿
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は
五
月
か
ら
実
行
す
る
こ
と
に
改
め
、
そ
れ
迄
に
全
国
残
ら
ず
引
替

完
了
を
計
る
為
に
、
引
替
趣
旨
の
徹
底
、
古
金
銀
の
回
収
運
送
に
領

主
の
協
力
を
翌
々
要
請
し
た
。
然
…
る
に
切
換
予
定
の
五
月
を
過
ぎ
て

竜
、
遠
国
は
も
ち
ろ
ん
三
都
で
も
、
編
変
ら
ず
割
合
遣
を
行
っ
て
居

る
者
が
多
い
Q
例
に
よ
り
幕
府
は
処
罰
方
針
を
以
て
之
を
禁
止
す
る

と
共
に
、
他
方
ぞ
は
、
妥
協
策
と
し
て
、
四
月
末
臼
迄
に
申
込
み
し

分
は
、
た
と
え
古
金
銀
持
参
が
切
換
期
限
後
と
な
っ
て
も
、
金
六
割

半
、
銀
五
割
の
増
歩
を
与
え
る
こ
と
と
し
、
来
る
元
文
四
年
三
月
限

り
、
引
替
停
止
の
旨
を
触
出
し
た
。
之
は
一
方
で
は
、
期
限
内
の
引

三
者
に
は
、
元
の
割
合
に
よ
る
増
歩
の
利
得
を
許
し
て
、
引
替
の
進

捗
を
計
り
、
他
方
で
は
古
金
銀
使
用
に
最
後
の
線
を
引
い
て
、
否
応

な
し
に
引
替
完
了
を
計
っ
た
竜
の
で
あ
る
。
こ
の
新
令
に
依
り
、
3
一

替
は
大
い
に
促
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
引
替
停
止
の
元
文
四
年
四
月

に
、
鋳
造
に
当
っ
た
銀
座
役
人
、
座
人
は
じ
め
関
係
者
の
功
を
賞
し

た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
叉
、
入
牢
事
件
を
惹
起
し

た
切
賃
も
、
ほ
ぼ
常
態
に
復
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
六
月
に
至
っ

て
、
古
金
銀
は
す
べ
て
通
貨
と
し
て
使
用
せ
ず
、
潰
金
と
し
て
買
上

げ
る
こ
と
と
し
、
品
位
相
当
の
買
上
値
段
が
公
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
開
、
銀
字
揚
の
状
況
を
見
る
に
、
元
文
二
年
に
は
、
五
十

一
匁
乃
至
五
十
三
斑
台
、
元
丈
三
年
に
は
、
五
ナ
ご
匁
乃
蚕
五
十
七

匁
ム
ロ
、
　
一
兀
文
四
年
に
は
五
十
六
匁
乃
至
五
山
一
九
匁
ム
町
、
　
出
ん
⊥
叉
五
年
に
．

ぽ
ほ
、
　
五
十
・
八
短
い
乃
至
山
下
十
－
匁
A
訂
－
こ
次
箆
叩
に
［
騰
㎜
獄
鷺
か
魁
鰍
ま
っ
て
幕
府
の

望
む
公
定
相
場
に
近
付
き
、
こ
の
後
髪
大
て
い
六
十
目
台
の
相
揚
を

維
持
し
て
居
る
。
引
替
の
方
は
、
な
わ
遠
国
で
は
古
金
銀
の
残
額
が

多
か
っ
た
と
見
え
て
、
延
享
元
年
、
割
合
使
用
を
復
活
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、
之
は
古
金
銀
回
錐
の
一
時
的
施
策
だ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の

前
後
に
は
難
問
題
は
起
っ
て
居
な
い
。

　
　
　
　
　
三

　
銀
問
題
の
経
過
と
ほ
ぼ
岡
様
な
波
瀾
を
起
し
た
竜
の
が
、
銭
相
場

で
あ
る
。
従
来
、
銭
相
場
は
享
保
鯛
焼
ま
で
騰
勢
を
続
け
、
市
況
に

種
々
の
問
題
を
起
し
、
幕
府
当
局
は
そ
の
対
策
に
奔
走
し
た
が
、
享

保
末
年
に
ほ
ぼ
鎮
静
し
た
銭
相
場
は
、
元
文
改
鋳
に
よ
っ
て
再
び
急

騰
し
て
大
事
件
を
惹
き
起
し
た
。
急
騰
の
主
因
は
、
銭
に
対
す
る
金

銀
の
数
量
の
増
加
で
あ
る
が
、
い
く
の
他
に
、
銀
払
底
の
余
波
と
し
て

の
銭
の
需
搬
塞
増
が
あ
る
。
幕
府
で
は
従
｛
米
の
苦
い
経
験
に
よ
り
、
夜
目

金
銀
改
鋳
に
よ
る
銭
相
揚
の
昂
騰
を
見
越
し
て
、
鋳
銭
を
行
い
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

銀
銭
の
数
量
の
均
衡
を
計
る
政
策
を
取
っ
た
。
．
こ
の
鋳
銭
令
の
触
書

が
、
金
銀
改
鋳
・
発
表
の
溌
墨
五
月
八
臼
ぞ
あ
る
か
ら
、
当
局
の
慎
重
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蒸
る
配
慮
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
当
時
、
銭
相
場
は
｛
早
保
二
十
年
迄
、
大
概
五
貫
目
を
境
と
し
て
上

下
し
、
　
静
ル
文
轟
ル
年
正
月
に
け
M
四
一
貴
一
二
一
白
・
文
ム
q
、
　
ご
一
月
に
は
凶
欝
ハ
六
｝
田

文
台
で
あ
っ
た
が
、
改
鋳
の
六
月
に
は
、
古
金
ぞ
三
貫
百
八
、
九
十
文
、

薪
金
で
ご
貫
八
亘
瓢
十
文
か
ら
五
十
文
と
は
ね
上
っ
た
。
伍
っ
て
幕

　
　
　
　
⑫

府
ぞ
は
藏
に
コ
爾
日
来
、
俄
銭
売
買
不
自
由
に
相
成
泳
、
此
飾
利

徳
之
た
め
買
置
致
鷹
匠
の
、
叉
は
近
在
等
者
・
も
遣
し
捧
者
有
之
由
稲

聞
、
銭
払
底
に
付
、
諸
人
及
難
儀
峰
、
鶴
融
融
汝
に
て
竜
銭
預
り
置

協
も
の
、
叉
は
蔵
・
穴
臓
・
明
キ
店
等
借
銭
詰
置
峰
儀
有
之
由
、
是

叉
相
聞
協
闇
、
麿
之
類
早
肉
預
主
よ
り
徒
娘
藤
岡
」
と
、
買
込
、
隠

退
蔵
の
事
実
を
摘
発
し
、
又
「
諸
商
人
売
溜
銭
囲
ひ
置
、
平
生
こ
と

く
売
嘉
島
申
協
由
網
聞
捧
、
此
節
別
て
不
届
幽
趣
、
如
平
生
売
灯
し

可
申
轟
事
」
と
商
人
の
売
惜
し
み
を
禁
じ
、
或
は
褒
美
に
よ
る
密
告

の
奨
励
、
或
は
本
人
の
外
、
家
主
。
五
人
組
。
名
主
ま
で
の
処
罰
を

以
て
取
締
つ
た
。
併
し
銭
の
買
込
、
売
惜
し
み
は
止
ま
な
い
。
薪
銭

の
売
出
所
た
る
銭
座
に
は
、
市
畏
が
群
集
し
て
カ
つ
く
で
先
を
争
い
、

狼
籍
き
わ
ま
り
な
い
の
で
、
町
岡
心
が
患
動
し
て
整
理
に
当
っ
た
ほ

ど
で
あ
る
。
相
揚
の
騰
勢
は
依
然
と
し
て
衰
え
ず
、
九
月
初
句
で
は
、

ご
賀
九
百
二
十
文
乃
至
三
貰
文
で
あ
る
。
そ
の
月
十
二
臼
、
幕
府
は

遂
に
公
定
梢
揚
を
立
て
、
三
貫
百
五
十
文
乃
至
七
十
文
と
定
め
た
が
、

全
く
守
ら
れ
な
い
。
狡
猛
な
商
人
は
取
締
の
眼
を
盗
ん
で
、
銭
を
江

戸
か
ら
遠
国
［
上
方
へ
搬
禺
し
、
叉
は
大
名
下
屋
敷
等
検
察
の
手
の
及

ば
ぬ
素
麺
に
隠
匿
し
た
。
幕
府
は
九
月
に
、
京
都
に
も
銭
座
を
設
け

て
、
新
銭
の
増
加
を
計
る
と
共
に
、
隠
退
蔵
、
売
惜
し
み
禁
止
、
名

主
、
五
人
組
に
よ
る
網
五
検
察
を
は
じ
め
、
五
ケ
条
よ
り
成
る
禁
令

を
発
布
し
た
。
そ
し
て
、
是
月
廿
四
日
、
禁
令
に
違
反
せ
る
銭
塵
十

三
軒
を
摘
発
し
て
、
家
財
善
所
の
上
、
遠
島
叉
は
江
戸
十
里
四
方
構

　
　
　
＠

に
処
し
た
。

　
併
し
是
程
の
強
権
的
取
締
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
楚
相
揚
を
守
り

切
れ
ず
、
そ
の
年
十
二
月
八
日
に
は
相
対
網
揚
に
復
し
て
居
る
。
そ

し
て
、
狂
戸
市
中
の
銭
の
払
底
は
益
肉
深
刻
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
あ
夕
、
椰
宮
川
町
一
鶴
人
の
ば
予
を
鴨
遡
じ
て
、
江
｝
戸
L
よ
り
畑
脳
爆
例
の
愉
眠
い
錦
よ
カ
へ
の

流
出
が
続
い
た
。
当
局
は
隠
退
蔵
者
の
処
罰
、
密
告
の
奨
励
と
共
に
、

新
銭
の
放
嵐
を
行
っ
て
、
防
止
に
奔
走
し
た
が
、
効
果
が
あ
が
ら
な

い
。
こ
の
銭
不
足
が
文
字
金
の
不
評
と
相
思
っ
て
物
価
の
騰
勢
を
煽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

9
、
市
民
の
難
儀
は
痛
切
で
あ
っ
た
。
元
文
二
年
の
銭
昏
夢
は
、
二

貫
八
百
文
A
1
4
か
ら
ご
一
揃
雷
文
台
を
上
下
し
、
翌
三
年
は
、
ご
貫
六
百

文
台
か
ら
三
貫
文
台
、
嗣
四
年
、
二
買
七
百
文
台
か
・
リ
ニ
貫
八
百
文
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台
で
、
下
落
の
兆
は
些
も
現
れ
な
い
。
金
一
分
を
寓
し
て
も
銭
七
百

文
位
し
か
得
ら
れ
ぬ
の
だ
か
ら
、
高
桐
場
の
実
情
は
想
像
に
余
り
が

あ
る
。

　
一
方
、
大
坂
ぞ
も
江
戸
と
同
様
な
状
態
が
現
わ
れ
て
居
る
。
普
通

な
ら
ば
、
新
古
金
銀
の
割
…
合
遣
、
金
網
揚
の
状
況
に
応
じ
て
、
銭
一
貫
仙

・
文
に
踊
腕
き
文
掌
∴
銀
十
・
八
匁
が
畑
刷
違
⇒
で
あ
る
べ
き
銭
焔
…
揚
が
一
挙
十
九
加
甥

か
ら
内
傷
の
売
買
で
は
二
十
五
、
六
匁
と
い
う
乱
調
子
で
、
元
文
三

年
に
至
っ
て
、
　
一
一
十
五
、
　
六
匁
、
　
・
内
掛
黙
ぞ
は
一
二
十
目
の
馬
鹿
梢
揚
と

な
つ
や
思
叢
引
と
隠
退
馨
流
行
・
勢
へ
の
流
墨
之
に
対

す
る
当
局
の
取
締
、
逮
捕
過
料
、
牢
舎
が
続
き
、
市
中
の
騒
動
は
む

し
ろ
江
戸
以
上
で
あ
っ
た
。
銀
遣
た
る
大
坂
の
銭
払
底
の
原
因
は
、

良
質
の
正
徳
銀
の
退
蔵
、
丈
挙
銀
の
忌
避
、
銀
の
代
り
に
銭
使
用
量

の
増
加
、
特
に
地
方
荷
主
へ
の
問
屋
支
払
の
撰
銭
使
用
等
、
專
ら
銀

問
題
よ
り
波
及
し
た
動
揺
で
あ
る
。
当
局
は
、
元
文
三
年
忌
諸
旗

屋
・
船
専
管
∴
陶
鑑
識
等
が
地
方
へ
少
額
の
通
用
銭
を
渡
す
以
外
は
、

銭
の
輸
送
を
一
切
禁
止
し
、
役
人
を
船
の
禺
入
す
る
川
口
及
び
街
道

筋
の
出
口
に
派
遣
し
て
、
荷
物
を
厳
し
く
検
査
し
、
諸
大
名
の
蔵
屋

敷
の
船
荷
ま
で
・
も
取
締
り
、
又
市
申
の
且
々
、
緊
留
申
の
船
へ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

役
人
の
巡
察
を
行
う
如
き
対
策
を
取
っ
た
。
更
に
翌
四
年
、
銭
屡
に

慰
し
て
は
旅
人
に
叢
り
銀
三
十
欝
以
内
の
銭
を
出
汐
る
こ
、
と
以
外
、
　
一

切
売
銭
を
禁
じ
、
毎
日
の
銭
売
買
額
の
記
帳
を
励
行
せ
し
め
、
之
を

怠
る
者
ぽ
科
料
に
処
し
た
。
併
し
、
元
・
文
四
年
の
根
揚
は
、
京
坂
共

に
二
十
一
匁
台
の
高
値
で
あ
る
。
価
っ
て
幕
府
は
元
文
五
年
正
月
よ

り
、
大
坂
効
外
の
加
嶋
村
に
銭
座
を
噺
馨
し
て
、
銭
の
供
給
量
の
増

加
を
計
っ
た
が
、
（
京
都
で
は
、
是
よ
り
先
、
元
丈
三
年
に
開
設
）
．
上
方
一

帯
の
銭
払
底
は
容
易
に
緩
和
せ
ず
、
寛
保
元
年
に
は
、
堺
ぞ
も
大
坂

と
同
様
な
取
締
が
笑
行
さ
れ
て
居
る
。
そ
の
年
五
月
に
は
、
天
王
寺

の
新
銭
座
ぞ
新
銭
を
売
轟
し
た
の
で
、
や
や
事
事
旧
好
転
の
見
込
が
立

ち
、
燗
翌
一
瓢
牛
五
泊
〃
以
’
切
目
、
大
彬
殊
よ
・
り
〃
他
国
へ
の
銭
搬
揖
の
魅
螺
令
は
伽
鋤
…

く
解
除
と
な
っ
た
。
併
し
当
時
、
新
銭
座
を
請
負
う
た
銀
座
年
寄
徳

倉
、
平
野
以
下
多
数
の
者
が
、
不
正
な
営
利
に
依
っ
て
処
罰
を
受
け

る
如
き
事
件
が
起
っ
て
屠
る
。
・
そ
の
詳
し
い
事
情
は
判
ら
な
い
が
、

江
戸
。
大
坂
共
に
銭
払
底
に
関
し
て
不
正
利
得
者
の
断
㎜
非
が
行
わ
れ

た
事
に
、
こ
の
問
題
の
深
刻
さ
と
当
局
の
強
硬
方
針
と
を
見
る
こ
と

が
ぞ
き
よ
う
。

　
銭
相
場
の
圓
復
は
、
江
戸
ぞ
は
大
坂
よ
り
も
や
や
早
く
、
寛
保
に

入
っ
て
三
貫
文
台
か
ら
四
貫
台
を
上
下
し
、
尋
で
延
享
年
率
に
、
四

貫
文
乃
至
五
貫
と
や
や
低
落
の
状
を
示
し
て
居
る
。
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江芦幕府元丈の貨幣改鋳（伊東）

　
以
上
、
改
鋳
に
伴
う
引
替
難
、
新
金
銀
の
不
評
、
銀
相
揚
、
銭
網

揚
の
昂
騰
、
そ
の
為
の
混
乱
、
当
局
の
対
策
等
を
調
べ
終
っ
た
次
第

で
あ
る
。

①
金
銀
吹
替
次
第
（
国
会
図
書
館
上
磐
皮
部
所
蔵
）
第
二
冊
。

②
　
両
替
年
代
詑
、
二
一
九
頁
に
、
こ
の
説
朋
が
あ
る
。

　
　
も

③
　
両
替
年
代
記
関
鍵
巻
…
盗
料
篇
、
光
文
元
年
五
月
廿
八
獄
、
十
報
問
鴛

　
よ
η
新
金
古
金
無
差
瑚
通
荊
の
触
に
対
す
る
嘆
顯
書
。

④
　
元
文
世
説
雑
録
三
（
近
世
風
俗
見
躍
集
所
収
）
。

⑤
御
触
轡
寛
保
集
成
三
＋
三
、
金
銀
之
部
、
元
文
元
年
九
月
触
書
。
以
下

　
活
金
は
集
成
に
よ
る
。
　
㎝
々
註
せ
ず
。

⑥
滋
貨
図
彙
＋
九
、
町
奉
行
よ
り
引
替
方
少
き
理
由
を
問
わ
れ
た
縛
の
爾

　
替
商
瞥
申
書
。

⑦
　
再
三
年
代
認
、
以
下
之
に
拠
る
。

⑨
大
阪
市
史
三
、
御
触
及
口
達
、
元
文
元
年
＋
皿
月
触
書
。

⑨
三
縮
図
彙
十
九
。

⑩
享
保
撰
要
類
集
十
、
金
銀
銭
遣
部
、
元
文
元
年
五
月
、
老
唯
諮
問
に
対

　
す
る
評
定
所
一
座
上
三
囲
。

⑪
爾
替
年
代
記
。

⑫
葡
掲
集
成
、
三
十
三
、
銅
銭
之
部
。

⑬
　
両
晶
賛
年
代
託
に
、
銭
屡
僻
処
罰
の
記
事
「
が
あ
る
が
、
銭
の
噸
罪
㎎
艮
は
本
両
厳
判

　
の
営
叢
縞
外
q
だ
か
ら
、
，
詳
し
い
こ
と
は
個
刊
ら
な
い
。

⑭
　
入
見
雑
記
に
、
人
見
磯
臣
は
少
年
時
代
の
江
戸
生
活
を
詑
し
、
元
文
改

　
鋳
後
、
丁
字
金
一
分
に
つ
き
銭
費
否
丈
の
高
値
で
、
上
下
典
に
丈
字
金
を

　
厭
い
、
諸
物
値
段
、
塞
公
人
の
給
金
ま
で
俄
に
高
く
な
り
、
人
々
が
苦
し

　
ん
だ
、
と
鷺
っ
て
層
る
。
．

⑱
三
貨
図
彙
五
、
銭
。
大
阪
市
突
一
。

⑭
　
穴
阪
市
史
聡
、
元
文
三
年
十
二
月
十
七
臼
、

　
弁
町
中
脇
，
味
之
事
。

改
鋳
の
結
果

銭
煽
場
高
複
．
に
付
、
三
々

　
元
文
改
鋳
は
果
し
て
成
功
し
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
に
蕊
き
、
判
り
や
す
い
事
実
か
ら
指
摘
し
て
見
よ
う
。

　
ま
ず
元
文
以
後
の
通
貨
旧
情
の
安
定
ぞ
あ
る
。

発
行
後
、
改
鋳
は
長
く
行
わ
れ
ず
、
丈
政
年
聞
、

の
必
要
か
ら
、

金
銀
（
真
文
字
金
銀
）
が
主
要
通
貨
た
る
役
割
を
果
し
、

こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚
ち
文
字
金
銀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
と
し
て
財
政
上

　
　
　
　
　
　
草
文
字
金
銀
が
実
行
さ
れ
る
迄
八
十
数
年
闇
、
文
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
闇
に
、

元
禄
よ
り
正
徳
享
保
の
交
に
於
け
る
如
き
通
貨
事
情
の
大
混
乱
が
起

ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
安
定
状
態
を
裏
書
き
す
る
。
之
に
は
、
正
徳
以

来
の
難
問
題
が
解
決
さ
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
正
徳
以
来
、

幕
府
を
散
々
悩
ま
し
た
新
古
金
銀
引
替
難
は
、
最
大
の
難
物
た
る
乾

臨
金
を
は
じ
め
古
金
銀
が
、
元
文
改
鋳
の
後
、
単
に
潰
金
と
し
て
取

扱
わ
れ
、
流
通
市
場
に
於
て
新
金
銀
通
用
の
妨
げ
た
る
こ
と
は
な
か

っ
た
か
ら
、
た
と
え
あ
痘
程
度
の
残
存
額
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
　
一

■
応
解
…
決
済
み
と
云
っ
て
よ
い
。
元
文
金
銀
の
全
鋳
造
額
は
次
の
通
り
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Φ

で
あ
る
。

　
金
千
七
百
四
十
…
…
一
万
五
千
七
百
十
一
両
一
分
余

　
藤
班
五
十
二
甲
刀
甲
皿
千
四
百
山
ハ
み
1
五
貫
論
ル
百
蟹

之
を
古
金
銀
の
数
量
、
即
ち
元
禄
金
千
三
百
九
十
一
瓢
万
両
∵
余
、
乾
野

宿
干
百
五
十
一
万
両
余
、
武
蔵
判
八
百
四
十
九
万
両
余
、
叉
元
禄
銀

四
十
万
貫
余
、
宝
字
銀
二
十
七
万
貰
余
、
永
字
銀
五
千
質
感
、
三
宝

銀
三
十
七
貫
余
、
四
宝
銀
四
十
万
貫
余
、
正
徳
銀
三
十
三
万
質
余
に

比
較
す
る
と
、
そ
の
中
の
ど
れ
よ
り
も
上
廻
っ
て
居
る
。
元
禄
宝
永

の
古
金
銀
が
、
正
徳
改
鋳
、
享
保
新
法
の
5
1
替
に
よ
り
漸
減
し
、
更

に
流
通
中
の
破
損
、
潰
し
、
災
害
に
よ
る
消
失
等
の
為
に
減
少
し
た

数
量
を
合
算
し
、
而
も
正
徳
金
銀
に
対
し
て
元
文
金
銀
が
金
に
於
て

八
百
九
十
四
万
爾
余
即
ち
倍
以
上
を
、
銀
に
於
て
十
九
万
賢
余
、
即

ち
約
六
割
の
門
扉
を
見
せ
て
居
る
事
実
を
併
せ
考
へ
れ
ば
、
引
替
難

に
よ
る
通
貨
混
乱
を
惹
き
起
す
原
因
は
殆
ど
除
か
れ
た
と
云
っ
て
よ

い
。
竜
ち
う
ん
、
金
座
・
銀
座
の
帳
簿
面
に
は
、
引
替
残
高
が
記
録

さ
れ
て
居
る
。
例
え
ば
幕
末
の
調
査
（
吹
節
録
九
、
後
藤
氏
書
上
）
に

於
い
て
さ
え
、
元
禄
金
七
十
　
一
万
両
余
、
乾
寧
金
三
十
一
万
両
余
、
武

蔵
判
九
十
七
万
爾
余
の
残
高
数
字
が
見
え
る
。
併
し
之
は
あ
く
ま
で

帳
簿
面
の
数
字
、
即
ち
鋳
造
額
か
わ
引
替
額
を
差
引
い
た
形
式
的
数

宇
で
あ
っ
て
、
実
数
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
元
文
以
降
、
流
通
市
之

に
於
け
る
文
字
金
銀
の
支
配
力
を
認
め
て
も
、
誤
り
な
い
と
思
う
。

之
即
ち
引
替
難
解
決
と
云
う
所
以
ぞ
あ
る
。

　
貨
幣
事
情
の
良
否
の
バ
μ
メ
ー
タ
ー
た
る
銀
糞
壷
に
於
て
も
、
元

文
時
代
に
は
次
第
に
鎮
鶴
牌
に
向
い
、
關
凹
五
年
、
　
六
十
目
爪
ム
｛
疋
日
嗣
砺
に

復
し
て
後
、
寛
保
延
享
寛
延
と
引
き
続
き
、
ほ
ぼ
六
十
目
台
を
維
持

　
◎

し
て
、
従
来
の
如
き
乱
調
子
を
起
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
久
し
く
騰
…

勢
を
続
け
た
銭
相
場
も
寛
保
二
、
三
年
に
四
王
ハ
文
相
揚
に
復
し
て
以

来
、
延
享
、
寛
延
隠
代
に
は
四
貫
文
の
線
か
ら
騰
費
す
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
低
落
の
状
況
を
現
し
て
居
る
。
だ
か
ら
貨
幣
相
場
に
は
、
難

問
題
の
種
は
残
っ
て
居
な
い
。

　
次
に
、
改
鋳
の
已
む
な
き
に
至
ら
し
め
た
最
大
の
難
問
題
、
即
ち

良
質
貨
幣
に
よ
る
通
貨
滅
少
、
流
通
纂
情
の
梗
塞
は
、
前
述
の
如
き

金
の
倍
増
銀
の
六
割
増
に
依
り
、
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
。
右
の
事
情

と
最
も
深
い
閣
係
を
持
つ
米
価
安
と
諸
物
価
高
と
の
差
は
ど
う
か
。

享
保
の
末
、
二
、
三
年
闇
の
米
相
場
が
大
坂
の
市
揚
で
は
、
正
徳
銀

で
石
三
十
匁
乃
至
四
十
匁
前
後
を
上
下
し
た
毒
は
前
に
述
べ
た
が
、

元
文
改
鋳
後
、
元
文
二
年
に
は
文
字
銀
で
中
国
米
四
十
二
匁
、
筑
前

米
、
　
広
島
米
四
L
T
五
加
ゆ
、
同
一
ご
伍
∴
甲
国
濫
小
七
L
T
山
ハ
匁
、
　
鮒
訊
並
罰
米
、
　
広
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雷
撃
八
十
七
匁
、
同
四
年
申
国
米
五
十
八
匁
、
筑
前
米
、
広
両
島
米
六

十
六
、
七
匁
、
岡
五
年
中
国
米
七
十
匁
、
筑
前
悪
罵
牽
二
匁
、
広
島

米
七
＋
八
匁
、
寛
保
元
年
申
国
米
五
十
七
匁
、
肥
後
米
七
＋
一
匁
、

紳
玖
払
剛
米
六
十
・
六
加
伊
、
厨
口
ご
年
㎞
肥
後
米
六
十
－
五
加
伊
、
牌
訊
晶
剛
米
六
十
・
一
’
匁
、

中
国
米
五
十
一
匁
、
同
一
習
業
㎝
肥
後
米
七
十
ム
ご
匁
、
筑
晶
剛
米
六
十
九
匁
、

中
国
米
五
十
九
匁
、
以
後
廷
享
寛
延
年
問
に
於
て
も
、
大
概
各
地
産

米
共
五
十
匁
台
乃
至
六
十
匁
台
を
維
持
し
、
時
肉
肥
後
米
が
七
十
匁

相
揚
を
出
し
て
居
る
が
、
享
保
年
代
の
低
値
に
く
ら
べ
て
平
均
二
十

目
結
の
高
値
に
当
る
。
（
合
爵
図
彙
物
価
部
七
に
よ
る
）
米
相
年
の
騰
落

に
は
、
年
六
の
豊
凶
の
影
響
が
甚
大
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な

い
。
現
に
元
丈
三
年
の
八
十
七
匁
相
揚
は
全
国
的
不
作
が
主
困
で
あ

る
が
、
併
し
野
芝
に
新
古
金
銀
の
割
合
遣
の
停
止
、
引
替
続
書
の
6
一

下
が
断
行
さ
れ
、
薪
古
金
銀
の
据
り
価
通
燭
が
笑
現
し
た
為
に
、
一
般

物
価
の
騰
勢
が
煽
ら
れ
た
事
実
も
、
齎
力
な
原
因
ぞ
あ
ろ
う
。
従
っ

て
隠
忍
の
米
価
の
状
況
に
も
、
漸
金
銀
通
用
の
影
響
を
軽
視
す
る
こ

と
は
ぞ
き
な
い
。

　
米
以
外
の
諸
物
価
に
就
い
て
は
、
数
字
を
以
て
比
較
す
べ
き
思
料

を
持
た
ぬ
が
、
米
と
同
様
の
原
盤
に
よ
り
騰
勢
を
示
し
た
こ
と
は
、

推
繁
し
得
る
。
前
に
も
引
摺
し
た
評
定
所
一
座
の
上
申
書
が
示
す
如

く
、
改
鋳
に
よ
る
米
価
並
に
諸
物
価
の
騰
貴
は
当
局
の
予
期
し
た
所

で
あ
P
、
そ
の
騰
貴
率
の
差
に
よ
い
鋏
状
差
の
縮
少
を
計
る
こ
と
が
、

当
局
の
期
待
で
あ
っ
た
。
但
し
、
　
一
時
商
取
引
の
混
乱
を
緩
和
す
る

為
に
、
引
替
常
器
に
よ
る
割
合
遣
の
制
を
施
行
し
た
が
、
割
増
率
が

少
け
れ
ば
少
い
程
、
米
価
と
諸
物
価
と
の
各
騰
貴
率
の
差
の
縮
書
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
ま
し
て
割
合
遣
停
止
の
挙
に
依
っ
て
こ
の

趨
勢
を
促
進
し
、
価
格
差
を
縮
め
る
期
待
が
大
ぞ
あ
っ
た
こ
と
は
、
云

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
然
る
に
市
況
に
現
わ
れ
た
所
で
は
、
他
の
諸

条
件
の
作
用
が
加
わ
っ
た
と
し
て
も
、
概
し
て
米
価
に
於
け
る
如
き

諸
物
価
の
昂
騰
を
記
録
せ
る
皮
料
は
見
ら
れ
な
い
。
又
は
享
保
年
代

於
け
る
如
き
高
物
価
抑
制
令
も
爵
さ
れ
て
屠
な
い
。
反
対
に
、
近
年

米
高
直
な
れ
ど
、
水
油
の
値
段
は
変
り
な
し
、
と
云
う
如
き
記
録
さ

　
　
　
　
　
　
③

え
見
受
け
ら
れ
る
。
鋏
状
差
の
縮
…
少
に
よ
る
物
価
統
制
策
は
、
一
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
効
巣
を
収
め
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
但
し
、
か
か
る
効
集

は
一
時
的
ぞ
、
需
給
関
係
の
変
動
に
よ
り
、
俺
に
変
化
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
…
胃
を
待
た
な
い
ひ

　
右
の
政
策
に
も
増
し
て
、
物
価
安
定
に
良
き
作
瀾
を
及
ぼ
し
た
竜

の
は
、
国
貨
整
理
と
流
遍
事
情
の
安
定
で
あ
ろ
う
。
殊
に
四
宝
銀
以

下
複
雑
き
わ
ま
る
銀
の
通
貨
が
整
理
さ
れ
、
文
字
銀
建
が
確
立
し
た
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事
が
、
ど
れ
ほ
ど
銀
目
遣
の
大
坂
の
市
況
を
安
定
せ
し
め
た
か
知
れ

な
い
。
而
も
集
散
地
た
る
大
坂
市
況
の
安
定
は
、
藏
に
消
費
地
た
る

江
戸
の
市
況
に
四
維
果
を
も
た
ら
し
、
叉
諸
国
産
地
の
取
酎
を
円
滑

な
ら
し
め
る
力
を
持
っ
て
居
る
か
ら
、
全
国
的
規
模
に
於
い
て
貨
幣

経
済
の
安
定
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
は
疑
な
か
ろ
う
。
か
く
て
最
初
に

述
べ
た
如
き
、
改
鋳
後
八
ナ
数
年
開
の
無
事
通
用
の
意
義
が
、
改
め
て

よ
く
了
解
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
か
の
革
闇
直
方
が
墜
製
図
彙
の

巾
に
、
吉
宗
の
貨
幣
政
策
を
賞
揚
し
、
殊
に
元
享
改
鋳
に
よ
っ
て
、

従
来
聖
人
を
悩
ま
し
た
数
種
の
賀
…
幣
が
整
理
さ
れ
、
以
後
永
く
幣
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
統
一
さ
れ
た
功
を
記
し
て
「
万
代
不
易
ノ
善
政
」
と
述
べ
た
の
は
、

そ
の
立
場
か
ら
見
る
限
り
、
決
し
て
過
当
の
評
で
は
な
い
。

①
　
後
藤
氏
書
上
、
（
吹
集
録
第
九
所
収
）
。
銀
座
御
蚕
留
第
三
冊
。
以
下
之

　
に
拠
る
。

②
　
両
替
年
代
詑
、
毎
年
毎
転
載
の
相
場
、
に
拠
る
。
銭
湘
場
竜
亦
伺
じ
。

③
享
保
撰
要
類
集
、
十
一
、
筆
工
其
外
商
売
物
之
鵠
、
尤
文
六
年
工
殖
、

　
水
油
問
屋
上
申
書
。

①
　
本
庄
栄
次
郎
氏
著
「
徳
川
墓
府
の
米
価
認
節
」
第
三
編
第
一
章
第
二
節

　
に
、
改
鋳
に
よ
り
米
価
が
騰
貴
す
れ
ば
、
諸
物
価
も
騰
貴
し
、
又
帯
磁
銀

　
建
で
米
価
が
騰
貴
し
て
も
、
享
保
銀
に
換
魏
す
れ
ば
、
騰
貴
と
は
歎
え
な

　
い
か
ら
、
改
鋳
に
よ
る
評
価
騰
貴
の
震
質
的
効
果
は
考
え
ら
れ
ぬ
、
と
の

　
説
明
が
あ
る
。
併
し
、
米
価
と
諮
物
価
と
の
関
係
に
就
い
て
は
、
騰
…
賞
率

　
の
報
轍
仙
に
よ
る
仙
鞘
寄
せ
“
潜
考
、
凡
ワ
Φ
べ
逡
で
あ
U
、
又
聞
冑
無
吊
の
換
癬
弾
問
題

　
も
、
割
含
糖
阻
冊
擁
止
後
、
す
、
、
へ
て
の
経
済
生
活
一
が
薪
金
銀
建
と
な
る
か
ら
、

　
新
銀
に
よ
る
米
価
が
そ
の
ま
ま
実
勘
的
意
義
を
持
つ
讐
で
あ
る
。
だ
か
ら

　
こ
の
見
解
に
関
す
る
限
り
、
氏
に
賛
成
し
が
た
い
。

⑤
　
三
貨
麟
彙
物
価
部
巻
一
、
巻
十
二
。

結

赫fima

　
私
は
こ
れ
ま
で
「
享
保
改
革
に
お
け
る
貨
幣
問
題
」
を
研
究
課
題

と
し
、
そ
の
正
徳
。
享
保
の
貨
幣
政
策
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
で

は
、
元
文
の
改
鋳
事
情
を
詳
述
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
研
究
に
当

っ
て
は
、
幕
府
の
法
令
以
外
に
、
そ
の
法
令
決
定
に
至
る
ま
で
の
事

情
、
及
び
商
人
側
の
利
害
関
係
を
知
る
べ
き
史
料
が
乏
し
い
為
に
、

確
実
な
論
証
を
下
し
得
ぬ
事
が
少
く
な
か
っ
た
。
、
更
に
貨
幣
問
題
と

形
影
伴
う
如
き
商
業
統
制
の
問
題
を
、
便
宜
上
研
究
対
象
か
ら
一
応

切
り
離
し
た
の
ぞ
、
物
価
の
変
動
に
関
し
て
叙
述
し
た
部
分
が
手
薄

と
議
な
っ
て
ロ
屑
ワ
④
。
　
一
団
噸
慾
を
鵡
爵
へ
ば
、
幕
府
の
涌
…
貨
「
政
策
と
江
　
戸
・

大
坂
の
遍
監
事
惰
と
の
影
響
を
薩
接
に
受
け
る
諸
藩
側
の
実
情
調
査

を
竜
行
う
べ
き
筈
だ
が
、
之
を
も
便
宜
上
除
外
し
た
の
で
、
全
国
的

貨
幣
経
済
の
発
’
展
に
対
す
る
幕
府
の
通
貨
政
策
の
役
割
が
鴫
ら
か
に

さ
れ
て
居
な
い
。
併
し
複
雑
き
わ
ま
り
な
く
、
殆
ど
泥
沼
の
如
き
貨

農2
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幣
問
題
の
研
究
に
は
、
ま
ず
第
一
の
段
階
か
ら
踏
み
園
あ
て
か
が
ら

訟
ば
な
ゆ
ぬ
の
で
、
之
に
関
連
す
る
諸
問
題
の
研
究
は
、
次
の
機
会

に
譲
ら
ね
ば
♪
べ
ら
な
い
。

　
か
く
て
私
の
努
力
の
限
り
に
於
て
知
り
得
た
所
は
、
次
の
事
実
で

あ
る
。

　
第
一
に
、
元
文
改
鋳
に
よ
り
、
享
保
改
革
上
の
難
問
題
た
る
通
貨

整
理
が
成
功
し
て
貨
幣
相
場
の
乱
調
子
が
鎮
静
し
、
之
が
物
価
の
安

定
に
も
好
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
ぞ
あ
る
。
元
禄
以
来
の
長
期
に
亙
る

通
貨
混
乱
、
幕
府
臥
身
、
困
惑
を
極
め
た
解
決
難
と
対
照
す
る
時
、

之
を
以
て
享
保
改
革
の
大
な
る
成
果
と
し
て
も
過
言
ぞ
は
な
い
。
若

し
元
禄
。
宝
永
の
逓
貨
事
情
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
な
ら
ば
、
封

建
制
経
済
は
殆
ど
収
拾
し
得
ぬ
破
局
に
陥
ち
込
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
こ

の
危
機
が
防
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
従
来
の
通
説
ぞ
は
、
享

保
に
於
い
て
幣
制
復
古
の
方
針
を
取
P
な
が
ら
、
そ
れ
を
欝
ハ
徹
し
得

ず
、
遂
に
元
禄
宝
永
の
状
態
に
逆
蕪
叫
し
て
、
却
っ
て
幣
制
混
乱
の
因

と
な
し
た
事
は
、
享
保
改
革
の
失
敗
だ
、
と
の
見
解
が
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
確
か
に
、
復
古
主
義
と
い
う
見
地
に
立
て
ば
、
そ
の
挫

折
に
は
違
い
な
い
か
、
当
縛
の
貨
幣
問
題
の
切
追
ぜ
る
実
情
か
ら
見

れ
ば
、
明
ら
か
に
成
功
で
あ
り
、
而
も
之
に
よ
Q
幕
府
の
経
済
政
策

全
般
の
墓
礎
を
補
強
し
得
た
の
ぞ
、
各
方
面
に
及
ぼ
す
好
影
響
は
少

く
な
か
っ
た
と
思
う
。
貨
幣
経
済
の
発
展
に
と
り
謝
期
的
時
代
に
当

る
購
沼
縛
代
に
就
い
て
云
っ
て
も
、
そ
の
旺
盛
な
る
商
業
活
動
は
、

元
文
の
文
字
金
銀
の
役
割
を
度
外
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
故
に

私
見
で
は
、
享
保
改
革
に
於
け
る
通
貨
整
理
の
効
果
を
、
従
来
の
通

説
以
上
に
評
課
す
る
事
を
正
し
い
と
す
る
。

　
第
二
に
、
元
文
改
鋳
の
成
功
の
原
因
に
は
、
た
と
え
十
分
の
効
果

を
納
ゆ
得
な
か
っ
た
と
は
云
え
、
正
徳
、
享
保
両
年
代
に
於
け
る
通

貨
整
理
の
努
力
を
軽
視
し
得
な
い
が
、
之
と
共
に
、
そ
の
前
後
の
ど

の
畔
代
に
も
見
ら
れ
ぬ
程
の
強
硬
政
策
と
、
必
ず
し
も
復
古
主
義
に

歎
着
せ
ず
ハ
経
済
事
情
へ
適
応
す
る
現
幽
居
主
義
と
の
併
儒
を
挙
げ
ね

ば
な
ら
な
い
。
銀
切
賃
の
引
上
に
関
す
る
江
戸
本
両
替
商
の
牢
舎
事

件
、
銭
の
高
網
揚
に
関
∵
ず
る
江
戸
の
銭
屡
及
び
大
坂
の
銭
座
請
負
導

入
の
処
罰
等
を
最
大
の
嚢
件
と
し
て
、
通
貨
統
制
令
違
反
の
為
に
起

つ
た
経
済
事
犯
は
少
く
な
い
。
之
に
正
徳
の
銀
座
粛
清
事
件
を
加
え

る
と
、
三
十
年
の
逓
貨
問
題
更
は
、
即
ち
威
嚇
と
弾
圧
の
歴
典
ぞ
あ

る
。
「
吟
味
」
「
越
度
」
「
曲
事
」
「
牢
舎
」
「
厳
科
」
「
同
罪
」
等
の
言

葉
を
以
て
繰
り
返
さ
れ
る
触
書
の
方
針
は
、
他
の
時
代
の
如
き
空
威

し
ぞ
は
な
く
、
将
軍
親
し
く
裁
き
、
町
奉
行
自
ら
申
渡
し
、
手
先
役
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人
や
隠
密
が
街
道
や
町
六
を
糺
察
す
る
如
き
弾
圧
を
以
て
推
進
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
か
か
る
政
策
の
継
続
は
、
幕
府
当
局
と
商
人
と
の
結

託
、
関
係
役
人
の
不
正
等
が
あ
っ
て
は
、
到
底
効
果
を
収
め
得
な
い
が
、

将
軍
の
独
裁
政
治
に
よ
る
実
蕎
力
、
綱
記
の
粛
正
に
よ
る
関
係
当
局

の
行
政
力
等
の
強
化
、
及
び
威
圧
に
対
す
る
庶
民
の
畏
怖
、
改
菟
・
気

運
に
対
す
る
期
待
が
、
有
効
な
条
件
と
な
っ
た
と
恩
う
。
換
言
す
れ

ば
、
幕
府
自
体
の
粛
清
と
強
化
と
に
よ
っ
て
の
み
、
出
血
多
量
の
大

改
革
屯
遂
行
し
得
わ
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
之
と
共
に
挙
げ
ら
れ
る

べ
き
経
済
事
情
へ
の
適
応
策
は
例
え
ば
公
定
相
揚
の
実
施
、
そ
れ
に

対
す
る
商
人
の
抵
航
、
通
貨
事
情
の
混
乱
等
に
よ
る
網
対
砂
越
へ
の

復
帰
の
如
き
緩
急
適
宜
の
処
置
の
申
に
竜
見
受
け
ら
れ
る
が
、
何
と

云
っ
て
も
元
禄
以
来
、
長
期
に
亙
る
通
貨
処
理
の
経
験
が
生
か
さ
れ

た
纂
笑
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
わ
ぬ
。
元
禄
宝
永
の
悪
貨
に
よ
る
通

貨
膨
脹
、
正
徳
、
享
保
の
良
貨
に
よ
る
通
貨
版
縮
、
そ
の
度
毎
の
貨

幣
網
揚
と
物
価
の
変
動
と
が
、
貨
幣
の
経
済
的
機
能
に
就
い
て
実
物

「
教
有
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ま
で
貨
幣
経
済
に
就
い
て
予
篠

知
識
な
く
、
叉
そ
の
運
用
の
指
針
た
る
べ
き
経
済
愚
想
を
持
た
ず
も

て
、
自
め
老
大
な
貨
幣
流
通
の
波
潟
に
乗
っ
た
募
府
は
，
元
禄
時
代

の
遍
貨
膨
脹
の
経
験
に
よ
っ
て
、
始
め
て
貨
幣
の
魔
力
を
知
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
荻
原
重
秀
の
意
見
と
し
て
世
に
絶
え
ら
れ
る
「
貨
幣
は

国
家
が
造
る
屯
の
な
る
故
瓦
礫
を
以
て
之
に
代
え
て
竜
、
且
つ
行
わ

る
べ
し
し
（
三
王
外
紀
）
と
の
貨
幣
思
想
が
、
「
天
下
の
宝
は
天
下
と

共
に
宝
と
す
べ
き
物
に
捧
」
と
い
う
正
徳
二
年
の
「
被
弾
出
之
趣
」

に
変
化
し
た
事
実
こ
そ
、
幕
府
が
貨
幣
を
単
に
自
己
の
私
権
に
属
す

る
も
の
と
せ
ず
、
そ
の
公
権
的
性
質
へ
の
発
展
を
深
く
認
識
し
た
結

果
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
之
が
又
幕
府
自
身
、
単
な
る
武
権
の
府

と
し
て
で
は
な
く
、
早
耳
め
士
庶
一
般
の
生
活
に
責
任
を
持
つ
申
央

政
府
た
る
自
覚
を
伴
い
、
各
階
級
聞
の
利
害
関
係
を
調
節
す
る
如
き

政
策
を
採
ら
し
め
て
居
る
の
ぞ
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
貨
…
幣
問
題
の

処
理
に
示
さ
れ
た
幕
府
の
政
治
的
性
格
に
は
、
以
前
の
時
代
と
く
ら

べ
て
一
つ
の
発
展
が
見
ら
れ
る
と
思
う
。

　
第
三
に
は
、
貨
幣
経
済
に
対
す
る
幕
府
の
統
制
力
と
、
両
替
商
等

の
流
通
市
隠
支
配
力
と
の
対
抗
関
係
が
赤
裸
々
に
露
鐵
せ
る
事
実
ぞ

あ
る
前
後
三
十
年
聞
、
揉
み
に
揉
ん
だ
通
貨
問
題
に
徴
す
れ
ば
、
幕

府
が
賃
幣
経
済
の
管
理
に
必
要
な
中
央
集
権
を
遂
げ
て
居
わ
ず
、
諸

藩
領
は
お
ろ
か
京
阪
地
方
に
対
し
て
さ
え
通
貨
情
勢
を
操
作
す
る
能

力
に
不
足
せ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
之
を
制
度
上
か
ら
見
る
と
、

鋳
造
発
行
機
関
た
る
金
座
・
銀
座
・
銭
座
が
準
公
営
叉
は
請
負
制
に
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よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
流
通
機
関
た
る
両
替
業
が
全
く
私
縫
済
に
よ
る

営
利
応
需
小
に
過
ぎ
ず
、
全
体
と
し
て
貨
幣
の
発
行
流
通
の
過
程
に
は
、

そ
の
重
大
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
公
権
に
よ
っ
て
一
華
せ
る
側
度
が

整
備
し
て
居
な
い
。
こ
の
事
は
、
そ
れ
だ
け
両
替
商
等
の
営
利
、
座

入
等
の
不
正
を
行
う
余
地
を
大
な
ら
し
め
る
わ
け
だ
が
、
特
に
爾
替

商
の
手
に
貨
…
幣
流
通
の
権
柄
が
握
ら
れ
る
ご
と
き
状
態
が
現
わ
れ
、

幕
府
の
強
圧
に
対
し
て
彼
等
の
執
拗
な
抵
抗
が
続
き
、
結
局
幕
府
の

譲
歩
を
余
儀
な
く
し
た
事
件
も
少
く
な
か
っ
た
。
併
し
こ
の
対
抗
関

係
奮
町
人
側
か
ら
見
れ
ば
、
貨
幣
と
商
晶
と
の
関
係
、
貨
幣
聞
の
相

．
揚
の
変
動
に
乗
じ
て
行
う
べ
き
自
由
な
営
利
濡
動
が
、
幕
府
の
権
力

に
よ
っ
て
常
に
妨
げ
ら
れ
て
居
る
の
ぞ
あ
っ
て
、
そ
の
営
利
は
一
強
権

の
陰
の
営
利
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
封
建
制
独
得
の
政
治
と
経

済
と
の
関
係
を
知
る
べ
き
鍵
が
あ
る
。

　
第
四
に
は
、
当
代
の
貨
…
幣
そ
の
も
の
が
商
雌
た
る
性
質
を
持
つ
こ

と
が
如
実
に
判
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
標
記
貨
幣
た
る
金
貨
・
銭
貨
も

売
貴
さ
れ
た
が
、
特
に
秤
量
貨
幣
た
る
銀
貨
に
は
商
晶
性
が
多
い
。

そ
の
上
、
江
戸
の
金
目
遣
、
上
方
の
銀
目
遣
の
並
立
に
よ
り
、
両
地

の
闇
の
貨
…
幣
網
揚
の
変
動
が
物
資
の
流
通
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
居
る
。
　
こ
の
複
難
…
怪
斎
「
と
・
も
云
・
り
べ
き
貨
幣
纂
櫓
脚
の
理
解
な
く
し

て
は
、
封
建
制
度
下
の
貨
幣
経
済
を
論
ず
痘
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
右
の
外
、
貨
…
幣
縮
揚
を
め
ぐ
る
富
商
対
小
商
人
の
利
害
対
立
、
市

昆
の
犠
牲
に
よ
る
術
替
商
の
利
得
、
及
び
幕
府
の
武
士
階
級
擁
護
策

な
ど
、
な
お
指
摘
す
べ
き
震
禦
か
多
い
が
、
紙
数
の
増
加
を
恐
れ
て
…
割

愛
し
、
次
の
機
会
に
譲
ろ
う
。

　
最
後
に
、
貨
幣
経
済
の
実
態
こ
そ
、
近
世
封
建
制
度
の
本
質
を
理

解
す
る
た
め
重
要
問
題
た
る
こ
と
を
強
調
し
、
少
壮
膚
為
の
学
徒
が

こ
の
労
多
く
し
て
報
い
・
り
れ
る
こ
と
の
少
い
難
問
題
の
研
究
に
進
ん

で
赴
く
こ
と
を
熱
望
し
て
、
本
稿
を
終
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
野
山
ハ
・
二
稿
、
　
同
廿
九
・
三
訂
）

　
尚
、
拙
稿
江
戸
幕
府
正
徳
の
貨
幣
改
鋳
（
祉
会
経
済
典
挙
一
八
Z
六
）
及

び
近
世
貨
幣
更
の
「
閃
題
…
享
保
の
薪
金
銀
運
用
法
（
歴
史
地
理
八
照
ノ

四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
本
稿
の
訂
正
に
当
っ
て
、
横
浜
市
大
辻
達
也
君
の
教
示
を
得
た
。
記
し
て

謝
意
を
表
す
。
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Sohie　Features　of　the　T貢muli　in　K如＄漁（九州）

by

Tak・　ayasu　Higuchi

　　．Theゆuli－CUltUre・f　K郷恥・融・Ugh　eSSe且t観y　bel・nged　t・the

・cu1瞳a王circ1¢of　YamatQ（大和），鴨s孤、der　influence　of　the　advanced．

continenta1．　¢ivilizatien　beeause　of　the　geographicttl　btxckground．　The

extells量on、　of　Y乱㎜説。　cult登re　i1｝亀。　Ky窺shu　area　was　not乏tlways　stra｛gh毛一

lined．　．

　　頚Kyush馬出ere　are　sm叫mq脚ds　of　the　preceding　Yayoi（弥生）
toi｝i’．／．，／　（uyn－c’orans　and　’cists），　and　some　araliaeologists　assume　that　these

are　of　the　original　type　of　the　mounds，　calling　it乙‘proto．Ko魚n”．」3砿

tombs　of　this　kind　t・Lppeared　only　lo¢ally　even　in　Kyushu’　and　disap－

peared　without　tmy　further　development．　So．　we　prefer　to　caU　this　type．
‘‘ 垂凾?－K：o魚1ゴ’．

　　Real　t脚uli　like　Zemp・k・el舳ユ（前：方後円墳）・f　Y誌maし・・）a・meし・

be　bullt　・late　in　the　4tl｝　century　in　Kyushu，　lut｝f　．a　centirry　later’　than・

k｝　Yt・imato．　This．　type　of　ttimttli　appet・zred　first　．　alopg　thd　nortl｝一easterh

¢oast　of　the　islttnd　and　gyadually　prevailed　in　other　districts　where　the

traditional　type　of　Cists　without　motmd　Ntias　stil｝　survived．

　　，As　for　’the　c｝｝ttniber　tombs－type　lt　cttme　intb　tise　earlier　and　developed

・n・re　vCtri・usly沁Kyuslエu　th猛n　in　Ki麟（畿内）…，　bec鰯e　it　had　been己

introdttced　from　the　Continent．　’i’his　does　not　mean　that　the　culture　of

Klytishti　was　higher　than　that　of　1〈intki　at　that　stttge．　’1｛”he　fa¢t　is　thixt

the　inl｝abitants　of’　northern　Kyu＄hu　were　very　fast　to　eopy　the　cti｝ture．

of　sottthern　Kovea，　but　cou！d　never　creat　tt　cult｛ire　of　their　own　t“｝d

al“ri・e＞rs　belonged　to　the　eultural　circle　Qf　Yamato．　”
　　Southern　Kyushu，　cultu｝’ally　very　little　connected　with　northern　Kyii－

sh｛i，　dev．eloped　its　cultttre　uncler　the　stropg　tmd　consttu）t　infiuence　of

I〈intti　ctiltiTre．

heT：Debasement　of　Currencg　by　the　Ed・（江戸）

　　　　Governm6nt　at　the　Genbun（元丈）Period

by

Tasaburo　ito

　　The　1）eriOd　frOm・GenrOkU（元禄）しO　KyOliO（享保）．SとしW　tlユe　deve王OP－

ment・　Of　modern　nioney　economy，　but　it　suffered　from　the　¢onfusion　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　260　）



coinと乙ge．　AlthoHgh　the　currency　policアw託もs　the　mosもcomplicともted　poli一

£ical　problem　at£he　Kyoho　Reform（享保改革），　details　of　it　are　st｛II

unknown　becttuse　of　the　bv．cl〈wardness　on　the　side　of　the　reset－trch　of

Japanese　coinage　history　in　geneya｝．　At　tiny　rttte　the　continuous　and

strong　Po／icy　a　t　Shotoku（正徳）and　Kアoho　periods　to　replace　with　good

cohnage　the　b磁。・・e　ifisuea｝？vt　Genroku　a　nd　Hoei（宝永）periods　resul－

ted　in　niteny　socitvl　troubles．　At　the　Genbun　period，　i．　e．　the　lrttter　hv，　lf

of　the　Kyoho　Reform，　the　policy　tibovel　was　changed，　and　gold　and

silver　coins　of　bad　gtia／ity　came　to　be・minted．　This　easstiy　on　the　re－a

in：Lnting　of　coipage　at’　the　Genbun　period　is　ineant　to　be　a　contributioi｝

to　the　research　of　coint・｝，c，・re　problems　at　the　1〈lyoho　1〈eform．　As　the

research　of　this　fie！d　is　sti！／　very　bx，．ckwttrcl　in　general，　the　author　hae．，

tried　to　describe．　the　facts　as．closely　as　possible　and　left　the　interprettt－

tion　of　the　relation　between　the　coinage　and　Llie　prices　at　the　period，

’the　importance　of　this　refonn　iii　the　deve！opment　of　money　economy　eic．

for　his　fux‘ther　stiidy．

Ch‘uan　f6ng　kua1｝　（傳奉宮）　of　the　C‘heng　hua　（成｛・ヒ）　1）eriod

by

Mitsuta！〈a　Tani

　　In　the　successive　dyiittsties　of　China，　there　were　only　too　many’　cases

of　se／ling　offices．which　httd　various　significances　in　hisLtovy．　ln　・Ilou－

ha1〕．（後漢）　dynasty，　at　丘rst　L｛D9－ti（難雫菅）　sold　o銀ces　t’Ct　va工iotls　pr｛ces

and　stored　the　incolne　in　a　trettsurehouse　built　ill　H：si　y｛襲もa　（西園）．　工ll

T‘猛ng（唐）　dアnasty，、Vei－hou（章后）and　others　traded　o飯ces　and　were

tヌtled　Hsieh－f6ng－kuan　（余1｝封窟つ　under　Chung－tsun9　（申宗）．工n　pEしrallel

with　these　examples　there　was　Ch‘uan　f6ユ｝g　kuan（伝奉宮）in　Ming（開）

dynasty．　This　o預ce　c乙もme　iユ）to　being　at　the　Ch‘e録g　I｝u批　（成化）　per｛od，

and　i，s　said　to　have　been　the　niost　active　at　that　period．　Thus　this　essay

is，　to　investisrate　the　chart・tcteristics　of　the　office　of　this　period　a・nd　to

speculate　upon　the　ct・｝．use　of　its　generation．
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